
JP 2008-527375 A 2008.7.24

10

(57)【要約】
【課題】生物学的サンプルの分析を可能にするための赤
外線透過基板を提供する。
【解決手段】赤外線透過基板は、活性表面及び裏側表面
を有する。赤外線透過基板の活性表面は凹領域を有する
。凹領域は、一方のプローブ領域と、このプローブ領域
の反対側に設けられた対のプローブ領域と、プローブ領
域及び対のプローブ領域間のサンプルを収容する領域と
を有する。サンプル収容領域は、分析のための生物学的
サンプルを収容する。
【選択図】図１０Ｂ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生物学的サンプルの分析を可能にするための赤外線透過基板において、
　前記赤外線透過基板は、活性表面及び裏側表面を有し、前記活性表面は、前記赤外線透
過基板中に規定される凹領域を有し、前記凹領域は、一方のプローブ領域と、前記プロー
ブ領域の反対側に設けられた対のプローブ領域と、前記プローブ領域及び前記対のプロー
ブ領域間のサンプルを収容するサンプル収容領域とを有し、前記サンプル収容領域は、分
析のための生物学的サンプルを収容することを特徴とする赤外線透過基板。
【請求項２】
　前記赤外線透過基板において、前記凹領域が細長いウェルであることを特徴とする請求
項１に記載の赤外線透過基板。
【請求項３】
　前記細長いウェルが、実質的に矩形であることを特徴とする請求項２に記載の赤外線透
過基板。
【請求項４】
　前記赤外線透過基板は、複数の生物学的サンプルを収容するための前記凹領域を複数含
むことを特徴とする請求項１に記載の赤外線透過基板。
【請求項５】
　前記プローブ領域及び対のプローブ領域が、分析を可能にするための電気伝導プローブ
と接触可能であることを特徴とする請求項１に記載の赤外線透過基板。
【請求項６】
　前記赤外線透過基板は約1ミクロンから4cmの間にある厚さを有することを特徴とする請
求項１に記載の赤外線透過基板。
【請求項７】
　前記凹領域が、約5mmの長さ、約125ミクロンの幅、及び約25ミクロンの深さを有する矩
形のウェルであることを特徴とする請求項１に記載の赤外線透過基板。
【請求項８】
　前記複数の凹領域が、１０個の毛細管を含むことを特徴とする請求項４に記載の赤外線
透過基板。
【請求項９】
　前記赤外線透過基板は、基板ホルダに配置されることを特徴とする請求項１に記載の赤
外線透過基板。
【請求項１０】
　生物学的サンプルの分析を行うための半導体基板において、
　前記半導体基板は、活性表面及び裏側表面を有し、前記活性表面は、前記半導体基板中
に規定される凹領域を有し、前記凹領域は、一方のプローブ領域と、前記前記プローブ領
域の反対側に設けられた対のプローブ領域と、前記プローブ領域及び前記対のプローブ領
域間のサンプルを収容するサンプル収容領域とを有し、前記サンプル収容領域は、分析の
ための生物学的サンプルを収容することを特徴とする半導体基板。
【請求項１１】
　前記半導体基板において、前記凹領域が細長いウェルであることを特徴とする請求項１
０に記載の半導体基板。
【請求項１２】
　前記細長いウェルが、実質的に矩形であることを特徴とする請求項１０に記載の半導体
基板。
【請求項１３】
　前記半導体基板が、複数の前記生物学的サンプルを収容するための前記凹領域を複数含
むことを特徴とする請求項１０に記載の半導体基板。
【請求項１４】
　前記プローブ領域及び対のプローブ領域が、分析を可能にするための電気伝導プローブ
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と接触可能であることを特徴とする請求項１０に記載の半導体基板。
【請求項１５】
　前記半導体基板が、約1ミクロンから4cmの間にある厚さを有することを特徴とする請求
項１０に記載の半導体基板。
【請求項１６】
　前記凹領域が、約5mmの長さ、約125ミクロンの幅、及び約25ミクロンの深さを有する矩
形のウェルであることを特徴とする請求項１０に記載の半導体基板。
【請求項１７】
　前記複数の凹領域が、１０個の毛細管を含むことを特徴とする請求項１３に記載の半導
体基板。
【請求項１８】
　前記半導体基板は、基板ホルダに配置されることを特徴とする請求項１０に記載の半導
体基板。
【請求項１９】
　生物学的サンプルの分析を行うための珪素基板において、
　前記珪素基板は、活性表面及び裏側表面を有し、前記活性表面は、前記半導体基板中に
規定される凹領域を有し、前記凹領域は、一方のプローブ領域と、前記前記プローブ領域
の反対側に設けられた対のプローブ領域と、前記プローブ領域及び前記対のプローブ領域
間のサンプルを収容するサンプル収容領域とを有し、前記サンプル収容領域は、分析のた
めの生物学的サンプルを収容することを特徴とする珪素基板。
【請求項２０】
　前記珪素基板において、前記凹領域が細長いウェルであることを特徴とする請求項１９
に記載の珪素基板。
【請求項２１】
　前記細長いウェルが、実質的に矩形であることを特徴とする請求項１９に記載の珪素基
板。
【請求項２２】
　前記珪素基板が、複数の前記生物学的サンプルを収容するための前記凹領域を複数含む
ことを特徴とする請求項１９に記載の珪素基板。
【請求項２３】
　前記プローブ領域及び対のプローブ領域が、分析を可能にするための電気伝導プローブ
と接触可能であることを特徴とする請求項１９に記載の珪素基板。
【請求項２４】
　前記珪素基板が、約1ミクロンから4cmの間にある厚さを有することを特徴とする請求項
１９に記載の珪素基板。
【請求項２５】
　前記凹領域が、約5mmの長さ、約125ミクロンの幅、及び約25ミクロンの深さを有する矩
形のウェルであることを特徴とする請求項１９に記載の珪素基板。
【請求項２６】
　前記複数の凹領域が、１０個の毛細管を含むことを特徴とする請求項２２に記載の珪素
基板。
【請求項２７】
　前記珪素基板は、基板ホルダに配置されることを特徴とする請求項１９に記載の珪素基
板。
【請求項２８】
　流体サンプルを分析する装置において、
　第１端部及び第２端部を有する複数の毛細管を含む基板と、
　前記基板のホルダに接続するために移動可能に構成され、前記複数の毛細管のそれぞれ
の前記第１端部に陽電荷を印加し、前記第２端部に陰電荷を印加する電圧アプリケータと
、
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　前記複数の毛細管を通じて赤外光を照射する光源と、
　前記基板の前記光源の反対側に配置され、前記複数の毛細管の各々の内部の各々のサン
プルについて、少なくとも一つのデータ点として示される吸収マップを生成する赤外線検
出器
　とを有する事を特徴とする流体サンプル分析装置。
【請求項２９】
　前記光源が干渉計を含むことを特徴とする請求項２８に記載の流体サンプル分析装置。
【請求項３０】
　前記赤外光検出器が、前記複数の毛細管のそれぞれの中の各サンプルの吸収スペクトル
を判定することを特徴とする請求項２８に記載の流体サンプル分析装置。
【請求項３１】
　前記基板が、赤外線を透過する部材からなることを特徴とする請求項２８に記載の流体
サンプル分析装置。
【請求項３２】
　前記基板が半導体基板であることを特徴とする請求項２８に記載の流体サンプル分析装
置。
【請求項３３】
　前記複数の毛細管はそれぞれが生物学的サンプルを収容するように構成されることを特
徴とする請求項２８に記載の流体サンプル分析装置。
【請求項３４】
　前記基板が活性表面及び裏側面を含み、前記活性表面が前記複数の毛細管を有すること
を特徴とする請求項２８に記載の流体サンプル分析装置。
【請求項３５】
　前記複数の毛細管の各々は、一方の面上にプローブ領域を有し、他方の面上に対のプロ
ーブ領域を有し、前記プローブ領域及び前記対のプローブ領域の間にサンプル収容領域が
設けられ、前記サンプル収容領域は分析を行う生物学的サンプルを収容することを特徴と
する請求項２８に記載の流体サンプル分析装置。
【請求項３６】
　流体サンプル分析装置において、
　第１端部及び第２端部を有する毛細管を含む基板と、
　前記基板のホルダに接続するために移動可能に構成され、前記毛細管の前記第１端部に
陽電荷を印加し、前記第２端部に負電荷の印加する電圧アプリケータと、
　前記毛細管を通じて赤外光を照射する光源と、
　前記基板の前記光源の反対側に配置され、前記毛細管内のサンプルについて、少なくと
も一つのデータ点として示される吸収マップを生成する赤外線検出器
　とを有する事を特徴とする流体サンプル分析装置。
【請求項３７】
　前記光源が干渉計を含むことを特徴とする請求項３６に記載の流体サンプル分析装置。
【請求項３８】
　前記赤外光検出器が、前記毛細管中のサンプルの吸収スペクトルを判定することを特徴
とする請求項３６に記載の流体サンプル分析装置。
【請求項３９】
　前記基板が、赤外線を透過する部材からなることを特徴とする請求項３６に記載の流体
サンプル分析装置。
【請求項４０】
　前記毛細管が生物学的サンプルを収容するように構成されることを特徴とする請求項３
６に記載の流体サンプル分析装置。
【請求項４１】
　前記基板が活性表面及び裏側面を含み、前記活性表面が前記毛細管を有することを特徴
とする請求項３６に記載の流体サンプル分析装置。
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【請求項４２】
　前記毛細管が一方の面上にプローブ領域を有し、他方の面上に対のプローブ領域を有し
、前記プローブ領域及び前記対のプローブ領域の間にサンプル収容領域が設けられ、前記
サンプル収容領域は分析を行う生物学的サンプルを収容することを特徴とする請求項３６
に記載の流体サンプル分析装置。
【請求項４３】
　流体サンプルを分析する方法において、
　分析される複数の流体サンプルを供給し、
　基板内に規定される複数の毛細管に複数の流体サンプルをそれぞれを投入し、
　前記複数の毛細管の前記第１端部の前記複数のそれぞれの流体サンプルに陽電荷を印加
し、第２端部の複数のそれぞれの流体サンプルに陰電荷を印加し、
　実質的に同時に複数の流体サンプルのそれぞれを通じて赤外光を照射し、
　前記複数の流体サンプルのそれぞれを通じて照射された赤外光を検出し、;
　前記複数の流体サンプルのそれぞれを通じて照射された赤外光の検出に基づいて、少な
くとも一つのデータ点として示される吸収マップを生成する
　ことを特徴とする流体サンプル分析方法。
【請求項４４】
　前記少なくとも一つのデータ点として示される吸収マップを生成することが、前記複数
の流体サンプルのそれぞれについての赤外光の少なくとも一つの吸収スペクトルを生成す
ることを含むことを特徴とする請求項４３に記載の流体サンプル分析方法。
【請求項４５】
　前記分析方法は、更に、
　前記赤外光の少なくとも一つの吸収スペクトルに基づいて、前記複数の流体サンプルの
それぞれを特徴づけることを含むことを特徴とする請求項４３に記載の流体サンプル分析
方法。
【請求項４６】
　前記複数の毛細管の前記第１端部の前記複数のそれぞれの流体サンプルに陽電荷を印加
し、第２端部の前記複数のそれぞれの流体サンプルに陰電荷を印加することが、前記複数
の毛細管のそれぞれの第１端部及び第２端部の間にpH勾配を生成することを含むことを特
徴とする請求項４３に記載の流体サンプル分析方法。
【請求項４７】
　前記流体サンプルが生物学的サンプルであることを特徴とする請求項４３に記載の流体
サンプル分析方法。
【請求項４８】
　前記赤外光が干渉計によって生成されることを特徴とする請求項４３に記載の流体サン
プル分析方法。
【請求項４９】
　前記複数の毛細管が表面電荷を減らすための材料で覆われていることを特徴とする請求
項４３に記載の流体サンプル分析方法。
【請求項５０】
　流体サンプルを分析するための方法において、
　分析される流体サンプルを供給し、
　基板の中に規定される毛細管に流体サンプルを投入し、;
　前記毛細管の前記第１端部の流体サンプルに陽電荷を印加し、第２端部の流体サンプル
に陰電荷を印加し、
　前記流体サンプルを通じて赤外光を照射し、
　前記流体サンプルを通じて照射された赤外線光を検知し、
　前記流体サンプルを通じて照射された赤外光の検出に基づいて、少なくとも一つのデー
タ点として示される吸収マップを生成する
　ことを特徴とする流体サンプル分析方法。
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【請求項５１】
　前記流体サンプルを通じて照射された赤外光の検出に基づいて、少なくとも一つのデー
タ点として示される吸収マップを生成することが、前記流体サンプルの赤外光の少なくと
も一つの吸収スペクトルを生成することを含むことを特徴とする請求項５０に記載の流体
サンプル分析方法。
【請求項５２】
　前記分析方法は、更に、
　前記赤外光の少なくとも一つの吸収スペクトルに基づいて、前記流体サンプルのそれぞ
れを特徴づけることを含むことを特徴とする請求項５０に記載の流体サンプル分析方法。
【請求項５３】
　前記毛細管の前記第１端部の流体サンプルに陽電荷を印加し、第２端部の流体サンプル
に陰電荷を印加することを行うことが、前記毛細管の第１端部及び第２端部の間にpH勾配
を生成することを含むことを特徴とする請求項５０に記載の流体サンプル分析方法。
【請求項５４】
　前記流体サンプルが生物学的サンプルであることを特徴とする請求項５０に記載の流体
サンプル分析方法。
【請求項５５】
　前記赤外光が干渉計によって生成されることを特徴とする請求項５０に記載の流体サン
プル分析方法。
【請求項５６】
　前記流体サンプルが複数の生物学的サンプルであることを特徴とする請求項５０に記載
の流体サンプル分析方法。
【請求項５７】
　流体サンプルを分析するためのプログラム命令を有する計算機読み取り可能な記録媒体
において、
　分析される流体サンプルを設置するプログラム命令と、
　前記基板の中に規定される毛細管に前記流体サンプルを投入するプログラム命令と、;
　前記毛細管の第１端部の流体サンプルに陽電荷を印加し、第２端部の流体サンプルに陰
電荷を印加するプログラム命令と、
　前記流体サンプルを通じて赤外光を照射するプログラム命令と、
　前記流体サンプルを通じて照射された赤外線光を検知するプログラム命令と、
　前記流体サンプルを通じて照射された赤外光の検出に基づいて、少なくとも一つのデー
タ点として示される吸収マップを生成するプログラム命令
　とを含むことを特徴とする流体サンプル分析プログラム命令を有する計算機読み取り可
能な記録媒体。
【請求項５８】
　少なくとも一つのデータ点として示される吸収マップを生成するプログラム命令が、前
記流体サンプルの赤外光の少なくとも一つの吸収スペクトルを生成するプログラム命令を
含むことを特徴とする請求項５７に記載の流体サンプル分析プログラム命令を有する計算
機読み取り可能な記録媒体。
【請求項５９】
　前記計算機読み取り可能な記録媒体は、更に、
　前記赤外光の少なくとも一つの吸収スペクトルに基づいて、前記流体サンプルのそれぞ
れを特徴づけるプログラム命令を有することを特徴とする請求項５７に記載の流体サンプ
ル分析プログラム命令を有する計算機読み取り可能な記録媒体。
【請求項６０】
　前記毛細管の前記第１端部の流体サンプルに陽電荷を印加し、第２端部の流体サンプル
に陰電荷を印加することを行うプログラム命令が、前記毛細管の第１端部及び第２端部の
間にpH勾配を生成するプログラム命令を含むことを特徴とする請求項５７に記載の流体サ
ンプル分析プログラム命令を有する計算機読み取り可能な記録媒体。
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【請求項６１】
　前記流体サンプルが生物学的サンプルであることを特徴とする請求項５７に記載の流体
サンプル分析プログラム命令を有する計算機読み取り可能な記録媒体。
【請求項６２】
　前記赤外光が干渉計によって生成されることを特徴とする請求項５７に記載の流体サン
プル分析プログラム命令を有する計算機読み取り可能な記録媒体。
【請求項６３】
　前記流体サンプルが複数の生物学的サンプルであることを特徴とする請求項５７に記載
の流体サンプル分析プログラム命令を有する計算機読み取り可能な記録媒体。
【請求項６４】
　生物学的サンプルの分析を行うための珪素基板において、
　前記珪素基板は、活性表面及び裏側表面を有し、前記活性表面は、前記半導体基板中に
規定される凹領域を有し、前記凹領域は前記凹領域の一方の側にプローブ領域を有し、前
記複数の凹領域のそれぞれは実質的に矩形である延伸するウェルとして規定され、前記複
数の凹領域は複数の生物学的サンプルを受け入れ、対のプローブ領域が前記複数の凹領域
のそれぞれの反対側にあり、サンプル収容領域が前記プローブ領域及び前記対のプローブ
領域の間にあり、前記サンプル収容領域が分析のために前記生物学的サンプルを収容し、
前記対のプローブ領域が前記分析を可能とする電気伝導プローブと接触可能であり、
　前記珪素基板は基板ホルダに配置され、前記珪素基板は約1ミクロンから4cmの間にある
厚さを有し、前記複数の凹領域のそれぞれは、約5mmの長さ、約125ミクロンの幅、及び約
25ミクロンの深さを有する矩形のウェルで規定され、前記複数の凹領域は10個の毛細管を
含むことを特徴とする珪素基板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光学分析法を用いて流体サンプルをスクリーニングする技術に関し、特に、
振動分光法を用いて複数のサンプルを同時にスクリーニングする技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　生物医科学のほとんどあらゆる領域において、化学的及び生物学的相互作用に関与する
特定の検体の存在、構造、及び機能を測定する必要がある。必要性は、生物化学的な経路
の位置付け及び疾病との相関付けが行われる基礎的な科学研究所から、患者が診療に関す
る検体のレベルを定例的に監視される診療所の診断までの範囲に至る。他の領域には、医
薬研究、軍事用途、獣医学、食物、環境用途が含まれる。これらのすべての場合において
、特定の検体又は検体の群の存在、量、構造活性の関係を測定する必要がある。
【０００３】
　この必要性を満足するために多くの方法が開発された。方法は、酵素関連の免疫吸着剤
アッセイ(enzyme-linked immunosorbent assay)(ELISA)、放射線免疫アッセイ(RIA)、多
くの蛍光アッセイ、質量スペクトル法、比色アッセイ、ゲル電気泳動、ならびに多くのさ
らに特殊な方法を含む。アッセイ技術の大部分は、標識の化学的付着、又は試験されるサ
ンプルの精製と増幅などの特殊な調製を必要とする。一般に、2個又は複数の分子間の相
互作用は相互作用に関する検出可能な信号によって監視される。典型的に、対象の配位子
又は非配位子に共役する標識は信号を発生する。物理的又は化学的効果は検出可能な信号
を生成する。信号は、放射能、蛍光、化学蛍光、リン光、酵素活性を含むことができる。
分光測光、放射線分析、又は、光学的追跡法を用いて多くの標識を検出することができる
。
【０００４】
　残念ながら多くの場合、特別のアッセイに必要な1個又はすべての分子に標識を付ける
ことは困難であり、不可能でさえある。標識の存在は、分子相互作用を妨害し、さもなけ
れば、立体効果を含む多くの理由から、2個の分子の間の分子認識が機能しないことがあ
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る。さらに、これらの標識手段はどれも相互作用の性質を正確に測定することができない
。例えば、受容体への活性部位結合を非活性部位結合から区別することができず、従って
、本検出方法からは機能的な情報は得られない。標識の必要がなく、かつ機能的な情報を
生成する相互作用の検出方法は、上述の手段に多くの改善をもたらすであろう。
【０００５】
　「分子相互作用」という用語は、少なくとも2個の分子間の結合及び生化学相互作用を
含んで、任意の相互作用を意味する。結合相互作用は、例えば、抗体結合部位と抗原間の
結合、膜タンパク質とタンパク質に結合するエフェクターの間など、タンパク質と配位子
間の結合、細胞膜受容体に結合して作用することのできる化学物質の添加で生じる細胞内
変化によって間接的に測定される相互作用、細胞膜受容体に結合するエフェクターへの結
合(それによってエフェクターが受容体へ結合するのを防ぐ)、及び、他の分子又は細胞処
理に検出可能ないくつかの変化をもたらす分子の細胞内侵入を含む。
【０００６】
　検出技術は商業的に非常に重要である。生物医学産業は、タンパク質-タンパク質相互
作用、薬物-タンパク質相互反応、小分子結合、酵素反応を評価し、かつ、他の対象化合
物を評価する上で、様々な水ベース又は流体ベースの生理系の試験に依存している。理想
的には、技術は特殊な抗体などの高度に特殊なプローブを必要とすべきではない。アッセ
イは分子の天然の特性を測定することによって動作すべきであり、結合事象を検出するた
めに追加の標識又は追跡子を必要としないであろう。多くの用途において、複雑な生物化
学的経路を精密に計画することができ、又は極めて少量かつ多数の化合物が薬物スクリー
ニング実験計画に使用できるように、アッセイは最小化され、サンプルは並列に取り扱わ
れるべきである。多くの用途において、正確な動力学及び構造-活性関係をほとんど同時
に得ることができるように、アッセイは複数な一連の反応を実時間で監視しなければなら
ない。
【０００７】
　振動分光法は、分子相互作用について多くの情報を明らかにすることのできる、十分確
立された非破壊分析手段である。赤外分光法は、一般に0.770-1000ミクロンの電磁気放射
の吸収に関連し、分子種の振動転移に見られる程度のエネルギーを表す。組成物及び構造
でのこれらのモードの位置、幅、強度の変化は分子種の識別を可能にする。赤外分光法の
1つの利点は、ほとんどあらゆる状態におけるほとんどあらゆる任意のサンプルを、別の
標識を使用することなく研究できることである。液体、溶液、ペースト、粉、フィルム、
繊維、気体、表面を、サンプリング技術の適正な選択によって検査することができる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　残念ながら、これらの装置は感度及び/又は速度の制約を受ける。短時間にサンプルと
相互作用して意味のある信号を発生することのできる光子の数が、サンプルのサイズの増
加応じて劇的に減少し、一般に感度と速度の両方が制約を受ける。この問題を解決するこ
とは、新しい発見領域を開拓し、非常に小さな多数のサンプルの迅速なアッセイを用いる
ことにより多大な利益を受けるであろう、急成長している結合化学の分野に特に重要であ
ろう。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　概して、本発明は、振動分光学法を用いた複数のサンプルの分析を可能にする方法と装
置に関するものである。本発明は、プロセス、装置、システム、デバイス又は方法を含む
多数の方法で実施され得ることを認識されなければならない。本発明のいくつかの発明の
実施例について説明する。
【００１０】
　一実施例において、生物学的サンプルの分析を可能にするための赤外線（IRとも記す）
透過基板が提供される。赤外線透過基板は、活性表面及び裏側表面を含む。赤外線透過基
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板の活性表面はその中に定義された凹領域を有する。凹領域は、凹領域の一方の側のプロ
ーブ領域と、凹領域の反対側の対のプローブ領域と、プローブ領域及び対のプローブ領域
間のサンプル収容領域とを有する。サンプル収容領域は、分析のための生物学的サンプル
を受けることが可能である。
【００１１】
　もう一つの実施例では、生物学的サンプルの分析を可能にするための半導体基板が提供
される。半導体基板は、活性表面及び裏側表面を有する半導体基板を含む。半導体基板の
活性表面はその中に、定義された凹領域を有する。凹領域は、凹領域の一方側のプローブ
領域と、凹領域の他方側上の対のプローブ領域と、プローブ領域及び対のプローブ領域間
のサンプル収容領域とを有する。サンプル収容領域は、分析のための生物学的サンプルを
受けることが可能である。
【００１２】
　他の実施形態では、生物学的サンプルの分析を可能にするためのシリコン基板が設けら
れている。半導体基板は、活性表面及び裏側表面を有するシリコン基板を含む。シリコン
基板の活性表面はその中に定義される凹領域を有する。凹領域は、凹領域の一方の側のプ
ローブ領域と、凹領域の反対側の対プローブ領域と、プローブ領域及び対プローブ領域間
のサンプル収容領域とを有する。サンプルを収容領域は、分析のための生物学的サンプル
を受けることができる。
【００１３】
　さらに別の実施形態では、分析流体サンプルのための装置が提供される。この装置は、
基板ホルダに配置されている基板を含み、基板が基板内に定義される複数の毛細管を有す
る。複数の毛細管のそれぞれは、第１端部及び第２端部を有する。本装置は、さらに基板
ホルダに取り付けるため移動可能に構成される電圧アプリケータを含む。電圧アプリケー
タは、複数の毛細管の第１端部に正電荷を、複数の毛細管の第２端部に負電荷のそれぞれ
印加するように構成される。本装置は、さらに複数の毛細管を通じて赤外線光を伝達する
ように構成される光源を含む。本装置は、さらに光源としての基板の反対側に配置されて
いる赤外線光線検出器を含み、複数の毛細管のそれぞれの中における各サンプルの吸収マ
ップを生成するように構成される。吸収マップは、少なくとも一つのデータポイントとし
て示されることができる。
【００１４】
　もう一つの実施例では、流体サンプルを分析する装置が提供され、そして、その装置は
、基板ホルダ上に配置された基板を含み、基板は基板内に定義される毛細管を有し、毛細
管は第１端部及び第２端部を有する。本装置は、さらに、基板ホルダに取り付けるため移
動可能に構成される電圧アプリケータを有し、毛細管の第１端部に正電荷を、また、毛細
管の第２端部に負電荷をそれぞれ印加する。本装置は、毛細管を通して赤外線光を伝達す
る光源を更に含む。本装置は、さらに光源としての基板の反対側に配置されている赤外線
光線検出器を含み、複数の毛細管のそれぞれの中における各サンプルの吸収マップを生成
するように構成される。吸収マップは、少なくとも一つのデータポイントとして示される
ことができる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の効果は非常に多く、特に、本実施例では等電点電気泳動を使用する複数のサン
プル及び赤外線分光学のスクリーニングを可能にする。具体的には、ウエハ内の毛細管内
のサンプルは、等電点電気泳動を用いてそれらの電荷に従って分離することができる。等
電点電気泳動は、毛細管に沿ってサンプルを特定の場所に移動させ、バンドを形成する。
一旦サンプルが毛細管の一部の場所に置かれると、干渉計からの赤外線光が毛細管を通し
て伝達される。カメラは、各々の毛細管のバンドによる赤外線光吸収を検出することがで
き、記録することができる。カメラからのデータは、各々のバンドのための赤外線吸収ス
ペクトルを生成するために、フーリエ変換を用いて処理されることができる。赤外線吸収
スペクトルを用いて、毛細管のサンプルは、特徴付けられることができる。
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【００１６】
　他の態様及び本発明の効果は以下の詳細な説明から明らかになる。そして、添付の図面
に関連してされる。そして、例として本発明の原理を例示する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　振動分光法を用いた複数生物学的サンプルの分析を可能にする方法と装置に関する発明
が開示される。以下の説明では、多数の具体的な詳細は、本発明の完全な理解を提供する
ために説明される。しかしながら、いわゆる当業者が、いくつか又はすべての詳細事項無
しに本発明の実施が可能とされることは理解されるであろう。他の例において、周知のプ
ロセス動作は、本発明をいたずらに不明瞭にしないために詳述していない。
【００１８】
　一般用語において、本発明は、ウエハ内の各々の複数の毛細管内の生物学的サンプルに
ついての電荷ベースの分離及び赤外線分光学を用いた方法及び装置を含む。実施例におい
て、サンプルはウエハの毛細管に投入され、そして、サンプルの中の成分は等電点電気泳
動により分離される。次に、干渉計の赤外線光がウエハに照射される。毛細管のサンプル
を通じて移動した赤外線光は、赤外線カメラによって受光され、捕えられる。赤外線カメ
ラは、捕えられた赤外線画像をサンプルの各々の構成要素の赤外線吸収スペクトルを得る
ために逆フーリエ変換をデータに適用することができるプロセッサに送信する。これは、
ウエハ上の毛細管のサンプルの全てと並行してされることができる。従って、複数のサン
プルの並列のテストは、その方法によってテスト効率及び精度を増加させる一貫したテス
ト環境において行われることができる。
【００１９】
　図4Aまでの説明は、実質的に並列の方法の中で複数のサンプルの試験について様々な方
法を開示する。図4Aから図20は、複数のサンプルの中で並行して生物学的成分を特徴づけ
るために等電点電気泳動及び赤外線光透過/吸収を使用する方法及び装置に説明を集中し
ている。
【００２０】
　発明者らは、複数のサンプルの分光法の問題をシステム全体から研究し、サンプル当た
りに処理される光量が、多くの小さなサンプルの同時アッセイの主な制約であることを認
識した。すなわち、多数のサンプルを並列に分光分析するには、各サンプルに関する並列
の情報を同時に得るため、非常に高い全光の流れを必要とする。このシステムの障害は、
(i)パラボラ光学系と複数の光源とにより出発光の量を増加させたこと、(ii)広範囲のス
ペクトル光とフーリエ解析を使用する高帯域幅のシステムを利用して、はるかに高い光束
と、その結果としての情報の流れを可能にすること、(iii)多くのサンプル数を可能にし
ながらも、光のスループットを大きく増加させる微細管と代替のサンプル形態との発見、
(iv)半導体加工技術によって大量生産することのできる小型サンプルホルダの発見、(v)
雑音対信号を向上させるために信号エネルギーの使用をさらに最適化する生物化学及び細
胞集束技術の発見のうちの１つもしくは複数によって対処された。これらの発見の各々は
、以下にさらに詳細に述べるように、単一又は組み合わせで、性能の向上に貢献し、より
多数のサンプルの分光法アッセイの使用を容易にする。
【００２１】
　本発明の実施形態は、複数の波長の光スペクトルを用いて、複数サンプルのアレイから
吸収及び/又は透過スペクトルを同時に測定する。従来の多くの技術とは対照的に、本発
明の実施形態の高帯域幅システムは、はるかに多くの全光を使用し、狭い光濾過を必要と
しない個々の波長の実時間検出のために、フーリエ変換解析と組み合わせてスペクトル領
域全体を用いる。他の分光法システムのほとんどは、バンドパスフィルタによって、又は
回折格子の使用及び波長の選択によって光源からの光の大部分を廃棄する。高帯域幅及び
フーリエ解析は、プリズム状構造と小さなサイズであるが多くのサンプル数のアッセイ目
標を組み合わせる上で特に望ましい。
【００２２】
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　「プリズム状」という用語は、光学的測定に使用される光を、目標表面に対して垂直に
近い角度で表面に光が入るように、目標の透過な媒体の表面に対して曲げることを意味す
る。光に透過なプリズムは、プリズムを目標の近く又は目標に接触させ、適切な角度及び
配置を選択することによってプリズムのように使用することができる。
【００２３】
　本発明の実施形態に用いられるフーリエ変換法は、既知であり、1995年5月16日にBuont
empo等に発行された米国特許第5,416,325号に例示されているように、分光法及び全内部
反射に使用された。この特許の内容、特に低い光強度の信号の雑音対信号比を最大にする
方法は、参照によりその全体が援用されている。また、1998年7月7日にHortonへ発行され
た米国特許第5,777,736号、1993年10月19日にWolfman等へ発行された米国特許第5,254,85
8号、1983年5月10日にGilbyへ発行された米国特許第4,382,656号、1980年12月23日にWins
tonへ発行された米国特許第4,240,692号、1978年12月19日にRabl等に発行された米国特許
第4,130,107号、1994年11月1日にNormandin等に発行された米国特許第5,361,160号の内容
は、特に参照により援用されているフーリエ変換分光方法の使用の詳細を提供し、当業者
には既知の技術を記述している。
【００２４】
　光源からの光は変調され、この目的のために、光ビームを管理するための集束及び/又
はビーム操縦光学系を有する光通路内に干渉計を使用することが好ましい。管理されたビ
ームは各サンプルに同時に接触(反射又は透過によって)し、次いで、検出器へ導かれる。
これは二次元検出器が好ましい。検出器はデータをサンプルから同時に収集し、保存及び
処理のためにデータをコンピュータへ移動する。
【００２５】
　干渉計は光源側に配置され、サンプルに接触する前にプローブ光を遮ることができ、又
は検出器側に置いてサンプルと検出器の間の光を遮ることができる。いずれの実施形態に
おいても、干渉計は検出器で検出する前に光を変調する。赤外光を用いる実施形態では、
できる限り多くのビーム通路を制御環境に置いて水吸収による誤差を制限しなければなら
ない。サンプルを取り囲む環境中の水蒸気及び二酸化炭素の量を制御することは、安定な
基準線を達成するために非常に望ましい。温度、湿度、又は光ビームが測定中に通過する
媒体の化学的含有物の変動は、スペクトルを制御不能に変化させ得る。それらの変化は背
景の数学的減算を複雑にし、それを困難にさせ、及び/又は信頼性を損なう。好ましい実
施形態において、赤外ビームがサンプルへの通路及びサンプルからの通路を通過する途中
の空間に、乾燥窒素ガスが加えられる。
【００２６】
　図1は、本発明の実施形態による反射モード装置の例を示す。図１は、光源、検出器、
光源と検出器の間のいくつかの部品を示す。光源105からの光はビームスプリッタ110を通
過し、干渉計ミラー115によってスペクトルフィルター120へ反射される。スペクトルフィ
ルター120からの光は、集束及びビーム操縦光学系125及び130によってサンプルホルダ150
の底部へ集束する。次いで、光は1回又は複数回の通過で各サンプルと相互作用し、次い
でサンプルホルダ150の外へ反射され、光学系135によって赤外線カメラ140へ集束される
。図1に示したこのシステムの実施形態は、(1)赤外線源、(2)放射を変調するデバイス、(
3)サンプルホルダ、(4)赤外検出器、(5)操舵光学系、及び(6)スペクトルデータを収集、
処理して提示するコンピュータの６つの構成要素を含む。
【００２７】
　図２は、本発明の実施形態による透過モードの装置の例を示す。ここで、光源205から
の放射は、ビームスプリッタ210を通過し、干渉計ミラー215によってスペクトルフィルタ
ー220へ反射される。スペクトルフィルター220からの光は集束光学系225によってサンプ
ルホルダ230の底部へ集束し、ホルダ230内のサンプルアレイの各要素は同時に照射される
。放射はサンプルを通過し、次いで光学系235によって集束して赤外線カメラ240へ入射す
る。
【００２８】
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　透過測定は、光源からの光をサンプル及び検出器を通過させることによって行われ、一
般に反射測定用に用いられるものとは異なるサンプルホルダが必要である。溶液ベースの
赤外透過測定は、一般に短い経路長の透過セル又は貫流セルを必要とする。両方の構成に
おいて、サンプルを通る光路長は水性溶液において長さ約10～50ミクロンなどの短い距離
に制限される。サンプルは、サンプルを拘束し、サンプルを通じて経路長を固定するよう
に設計された、薄いガスケット(Teflon)によって分離された2個の赤外透過窓の間に挟む
ことができる。類似のサンプルホルダが存在し、サンプルは、光の出入りが可能な赤外線
に対して透過の側壁を有する管を通って流れる。どちらの構成も複数のサンプルから同時
に赤外吸収スペクトルを得ることは不可能である。したがって、並列の複数の透過測定の
問題は、(i)赤外ビーム中のすべてのサンプルの分離、(ii)必要な短い経路長の制御、(ii
i)溶媒蒸発の低減が必要なことであると言える。
【００２９】
　これらの問題は、図3に例示したように並列のサンプルホルダの発見によって首尾よく
対処された。このサンプルホルダは、これらの問題を軽減するいくつかの特徴を有する。
第1に、ホルダは光がサンプルを通過することのできる赤外線透過性の領域を含む。これ
らの赤外線透過性のサンプリング領域はホルダ全体を赤外線透過性の媒体から構成するこ
とによって、又は一連の赤外線透過性の窓を不透過な母材に一体化することによって作製
することができる。第2に、サンプルホルダは、図3に見られるように特定のサンプル注入
口を含む。各サンプルの位置は、反応物、溶媒等の混合を可能にするいくつかのサンプル
注入口を有することができる。最終的に、サンプル注入口はマイクロチャンネルによって
赤外サンプリング領域に接続しており、口からサンプリング領域へ毛細管作用によってサ
ンプルが動くことを可能にする。毛細管によって供給される短い通路長のサンプリング領
域は、サンプルを通るビーム通路の制限及び溶媒蒸発を低減するのに必要な絶縁に適する
ように修正することができる。
【００３０】
　さらに具体的に、図3aは赤外線透過性の材料から作られた3個のサンプリングユニット
を有するサンプルホルダ300の側面図を示す。最も左のユニットに見ることができるよう
に、サンプル注入/取り出し口310はサンプル又はサンプル流の添加又は除去のために使用
され、サンプル又はサンプル流は毛細管微小チャンネル320を通ってサンプリング領域330
へ流れ、次いでサンプル注入/取り出し口340を出る。
【００３１】
　図3bは本発明の実施形態による、不透過な母材領域360をさらに含むサンプルホルダ350
を示す。
【００３２】
　これらのサンプルホルダ、及び、以下に説明する図4A乃至２０に示されたサンプルホル
ダの赤外線透過性の領域は、ハロゲン化アルカリ塩(KBr又はNaCl)、CaF2、BaF2、ZnSe、 
Ge、Si、シリコンベースの材料（例えば二酸化ケイ素、その他）ポリシリコン、半導体材
料、結晶シリコン、ガラス、サファイヤ、クォーツ、薄いポリエチレン、ポリテトラフル
オロエチレン（PTFE）、又はAMT赤外線及びKRS-5などの特殊な赤外材料など1種又は複数
の赤外線透過性の材料とすることができる。Si 及びGeなどの材料を使用することによっ
て、サンプルアレイ全体をリソグラフィー及び標準的な半導体加工技術を用いて微小加工
することができる。不透過な母材はプラスチック、ガラス、ワックス、ポリマー、エラス
トマー等などの低コスト材料から作ることができる。一実施例において、ここで利用され
る半導体基板は、伝導帯を価電子帯から切り離す、ゼロではないエネルギーギャップを有
する材料からなる基板を用いる。この種の典型的な材料は、例えば、Si、Ge、GaAs、ZnSe
及びZnSを含む。
【００３３】
　意図している用途の大部分は、5～16.5ミクロン(1ミクロン=10-6メートル)の波長のス
ペクトル情報を蓄積する必要がある。赤外源は可視から遠赤外の広い波長範囲にわたる放
射を放出し、本発明の実施形態は様々な波長を使用する。望ましいスペクトル窓の外側の
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赤外波長はサンプルの加熱によって測定に悪い影響を与えることがある。すなわち、制御
されない加熱は背景(基準線信号)の移動を招き、測定の雑音対信号比を低下させる。した
がって、放射源からの赤外線を対象帯域幅に制限するために、スペクトルフィルターを含
み、放射源から発生するが測定には必要のない他の放射を遮断することが好ましい。
【００３４】
　それらの遮断は、小さな面積のサンプルのために光の強度を増加する(高密度出力の用
途)とき特に価値がある。赤外フィルターは、赤外線透過性の基板上の特殊な材料(金属及
び半導体)薄膜の堆積によって作製することができる。一般的な概論は、http: //www.ocl
i.com/pdf_files/products/gen_info_infrared_filters.pdf又は O.S.Heavens Optical P
roperties of Thin Solid Films、1991、Dover Press、New Yorkの多くの光学情報源に見
出すことができる。
【００３５】
　フーリエ変換と組み合わせた変調は、信号と分析の時間を向上させるのに特に強力であ
る。光源からの光は干渉計で変調することが好ましい。好ましい干渉計は Michelson干渉
計である。多数の他の干渉計設計が存在し、適している。1つ又は複数の実施形態におい
て、原理的に、光路差を生成する任意の干渉計が役に立つであろう。
【００３６】
　多くの研究所ベースの中間赤外像形成分光計は、放射がサンプルと相互作用する前に、
マイケルソン(Michelson)干渉計を使用して赤外線を変調する。しばしば Michelson干渉
計は市販のFT-赤外線分光計において、そのシステムの「光源」として使用される。Miche
lson干渉計は、2個の分割光源の構成要素間の光路差を発生させるために可動ミラーシス
テムを使用する。2ビーム干渉計のスペクトル解像度は干渉計中の全体的な光路差及び検
出器が読み取られる光路差の数(測定されるミラーの位置の数)に基づく。各光路差からの
データは数学的(例えばフーリエ)変換アルゴリズム及びコンピュータを援用して吸収スペ
クトルに変換される。
【００３７】
　2ビームシステムは非常に広い帯域幅(25,000～13cm-1)、及び非常に高い解像度(～0.00
5cm-1) が可能であり、本発明の実施形態に有用であるので特別に説明する。測定される
事象の動力学がミラーの速度と同じタイムスケールにあるとき、1個又は両方のミラーを
動かす必要性は、時間依存分析を複雑にする。言い換えれば、データはミラー経路の1つ
の長さを掃引するのに必要な時間で平均化され、速度と解像度は逆の相関がある。或る2
ビーム干渉計はステップ-スキャン形態を用い、干渉計は段階的に固定光路差に進み、そ
の経路長の周辺で少量の走査(小さなミラーの動き)を行う。
【００３８】
　アレイからデータを得るのに必要な時間が増加するので、像形成システムへの影響は大
きい。アレイ速度は一般にサイズと共に大きくなり、より小さなアレイはより速く、単一
ピクセル検出器(FT-赤外線分光計に見られる)は一般にMHzの周波数で動作する。典型的な
64×64ピクセルのHg-Cd-Teアレイは 3000Hzの最大フレーム速度を有し、特別のアレイは
～1KHzで動作が可能である。像は各光路差(ミラー位置)で取得しなければならず、スペク
トル解像度は測定される異なるミラー位置の数に依存するので、より高い解像度は像形成
の意味でより長い時間にも解釈される。
【００３９】
　速度の問題をさらに複雑にするのは、多くの化学的及び生物学的反応が多数のスペクト
ルを必要とし、データ処理の前に雑音低減のために平均化しなければならないことである
。典型的なタンパク質実験は、例えば、平滑化、誘導、曲線当てはめ等などの1種又は複
数のアルゴリズムで数学的に処理するために、100個又はそれを超えるスペクトルの組み
合わせを必要とするであろう。本発明の実施形態はアレイ中の各サンプルから迅速な複数
のスペクトルを提供し、システムの性能を向上させ、良好なサンプルスループットを提供
する。
【００４０】
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　水性溶液中の赤外測定を行うとき、雑音に最も大きく寄与するものの1つは、背景(基準
線)の移動である。この問題は背景(基準線)測定を行い、次いでその測定値を後続のスペ
クトルの参照に使用することによって対処される。多くの場合、保存された基準線スペク
トルは後続のスペクトルから差し引かれる。典型的に基準線は温度の変化、又は湿度への
変化、二酸化炭素含有量等などの大気条件の変化によって変化するであろう。これらの変
化は不十分な減算、又は背景効果の過剰補償として現れる。移動の問題は、希釈された分
子濃度の測定で深刻であり、基準線の雑音が溶液中の分子からの望ましい信号を凌駕する
。
【００４１】
　これらの目的のための並列赤外分光計は、5～17ミクロンの波長範囲の中間赤外線に敏
感な検出器を持たなければならない。これらの検出器は、Hg-Cd- Te、DTGS、サーモパイ
ルなどの材料、量子ウェル赤外光検出器(QWIP)、ならびに多くの冷却及び非冷却ボロメー
ターを含む。像形成又は並列分光計において、これらの検出器は直線(1×128、1×256等)
又は矩形アレイ(64×64、128×128、4×256等)のいずれかで見られる。検出器及び読み取
り電子機器は赤外線カメラの構成要素を形成する。カメラは、標準的なパーソナルコンピ
ュータ上の数学的変換アルゴリズムを用いて入って来る放射をスペクトル像に変換する。
【００４２】
　多数の化学的及び生物学的反応が、水性又は中間赤外線を良く吸収する有機溶媒中で起
きる。例えば、中間赤外スペクトル領域の強い吸収は、一般に水性溶液の中で光路長を5
～10ミクロンに制限する。従来の一度に一回の分光計はこれらの環境でスペクトルを得る
ために典型的に3つの手法を用いる。それらは、短い経路長あるいは貫通セル、全内部反
射、及び溶媒蒸発を含む。各手法は赤外線透過性のサンプルホルダ、又は少なくとも透過
なホルダの領域の必要性によって制約を受ける。本明細書に述べる多くの実施形態はこの
問題を(従来技術に比べて)サンプルサイズの縮小化、及び多数のサンプルの同時アッセイ
によって対処する。
【００４３】
　本発明の実施形態は、光と対象分子に見出される化学結合電子との相互作用によって得
られる診断信号を提供する。診断信号は検出された光信号に相当する電子衝撃から生成す
る。したがって、良好な雑音(不規則な電子的背景信号)対信号比は、測定時間が短くなる
と処理された光の量(及び光から得られる電気信号)がより小さくなるので、迅速な測定値
を得るために重要である。赤外光は、望ましいスペクトル処理が一般に4000～400cm-1(2.
5～25ミクロン)で画定される光スペクトルの中間赤外領域で分子の基本振動共鳴を伴う、
多くの実施形態に用いられる。生物学的化合物の大部分は1800～600cm-1(5.5～16.7ミク
ロン)に制限される。
【００４４】
　赤外領域のプローブ光を発生するためには、「グローバー(glowbar)」(SiCなどの熱い
材料)などの黒体放射源、サンプル又は場の固有の熱放射、又は太陽赤外線から典型的に
使用される。好ましい光源は、単一グローバー(シリコンカーバイド棒)、Nernst発光体(
希土類酸化物の円筒)、又は白熱線を含む。光源は、典型的に出力約50～100W、及びビー
ム直径約4cm、又はビーム出力密度約4W/cm2を有することができる。この出力密度は光学
系を小さなサンプルに焦点を合わせることによって高めることができ、アパーチャーを光
源とサンプルの間に置くときに低下させることができる。この出力密度は、ビーム通路中
の単一サンプル、又はビームが特定の点に集束することのできる小さな面積のサンプルを
含む従来の赤外実験には許容される。数百個の小さなサンプルが同時に測定されるときに
存在する大面積のサンプリング環境において、有効面積を拡大するためにビームを広げる
ことは、サンプルの各位置での出力密度を低下させる。したがって、より大きなサンプル
の拡大した面積に有利な出力密度を維持するために、赤外光源の出力を増加することが望
ましい。
【００４５】
　一実施形態において、赤外測定に使用されるものなどの回転ミラー干渉計は、より短い
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波長の光に必要なミラー回転速度を高めるために修正される。光変調技術の将来の進歩は
、適切な変調を発生させるより便利な代わりの方法を提供するであろうが、本発明の実施
形態に意図されている。
【００４６】
　本明細書に述べる赤外技術と組み合わせて、蛍光、リン光、時分割(time resolved)蛍
光、及び/又は化学蛍光を用いることができる。さらに分子及び代謝情報を明らかにする
ために、薬剤発見方法はそれらの追加の情報を有利に利用することができる。追加の情報
は、サンプル中の試験化合物の効果が非常に複雑で、複数の化学的相互作用が試験される
必要のある生物化学及び細胞研究に特に役に立つ。例えば、細胞はルシフェリン及びルシ
フェラーゼを現すように遺伝子的に加工され、生物化学的経路から光を発生し、新しい先
導的な薬剤を試験する複数のサンプル・ウェルのプローブとして使用することができる。
試験化合物からの効果は可視光信号として検出することができる。赤外反射及び可視光信
号の両方を同時に監視することによって、試験化合物の細胞表面への化学的結合を監視す
ることができ、生物化学的加工の時間及び効果を監視することができる。それらの一実施
形態において、プリズムデバイスは赤外反射測定のサンプルアレイの下に用いることがで
き、可視光像形成検出器はサンプルアレイの上に置いてアレイから得られる光の位置と強
度を監視することができる。検出された可視光信号及び反射分光信号は処理され比較され
て、各サンプルに属する情報を発生する。
【００４７】
　図4Aから図20は、例えば赤外線分光法等の振動分光法を用い、複数の化学/生物サンプ
ルを分析する方法及び装置の各種実施形態を示す。本方法及び装置が、例えば生物学及び
化学において利用されているあらゆる適当な種類及び／又は数の分子のような、あらゆる
適切なタイプの生物サンプルを分析することができ、検討することができることが理解さ
れるべきである。さらに、各生体サンプルがサンプル成分（例えば、一つ以上の薬、抗体
、水、タンパク質、生体分子、その他）のいかなる適当な数（例えば複数）も含むことが
できることが理解されるべきである。加えて、分析されるサンプルは、物理的状態（例え
ば液体、半流動体、半固体、固体、粉等）のいかなる適当な種類にあってもよい。実施例
において、シリコンチップ/ウエハの活性表面上の毛細管で例示される複数の凹部は、例
えば、分析されるサンプルで各々満たされる。次に、等電点分離法は、サンプルの中に含
まれる異なる化学/生物学的成分を分離するために利用される。従って、電界が毛細管に
印加され、そして、pH勾配が毛細管に沿って発生する。従って、サンプルの中の異なる分
子は、それらの実効電荷がゼロである毛細管に沿って、異なる位置へ移動する。サンプル
を通過した赤外線光は、赤外線カメラによって検出され、赤外線カメラは検出データをコ
ンピュータに送信し、コンピュータは、フーリエ変換を実行することにより赤外線吸収ス
ペクトルを生成する。特定の生物/化学成分（例えばタンパク質、遺伝物質、タンパク相
互作用反応生成物、その他）が異なる波長で特定の赤外線吸収を生成するので、赤外線吸
収スペクトルは何の成分がサンプルの中に存在するかについて判定するための試験を行う
ことができる。
【００４８】
　図4Aは、本発明の一実施例に係る複数のサンプルを分析するシステム400を表す。図4A
のシステム400が理解の容易さのために単純化されたことが理解されるべきである。実施
例において、複数のサンプルを分析するシステム400は、分析されるもう一つのサンプル
を含むサンプルホルダ462による赤外線光を照射する光源480を含む。サンプルは、赤外線
分光法によって分析されることができるいかなる適当なサンプル（例えば生物学的製剤、
化学物質、その他）でもあってもよいことが理解されるべきである。サンプルを通じて照
射された赤外線光は、赤外線カメラ448によって検出されることができる。カメラ448によ
って受光される光信号を分析することによって、赤外線吸収スペクトルを含む赤外線吸収
マップは、例えば、サンプルホルダ462のサンプルの成分を判定して/特徴づけるために生
成されることができる。赤外線吸収マップは、サンプルの赤外線光吸収を示すことができ
る、図的及び／又は数式的表現のいかなる適当な種類でもあってもよい。実施例において
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、赤外線吸収データは、サンプルを通じて送られる赤外光の検出に基づく少なくとも一つ
のデータ点として示されることができる。赤外線吸収マップの例示的実施形態は、図11C
、12A及び12bに示される。
【００４９】
　図4Bは、本発明の一実施例に係る複数のサンプルを分析するシステム400のより詳細な
ブロック図を示す。実施例において、複数サンプル分析システム400は、干渉計500へ光を
照射し、赤外光によって生成されたあらゆる波長の同相波及び位相外れ波の赤外光を生成
するための赤外線源504を含む。実施例において、図5Bに関して更に詳細に述べられるよ
うに、光源480は干渉計500及び赤外線源504を含む。HeNeレーザは、干渉計500の変調を観
測する時計として利用されることができる。同相及び位相外れ赤外線光波は、サンプルホ
ルダ462のサンプルを通じて伝達されることができる。実施例において、サンプルホルダ4
62は、ウエハ（例えばチップ）及び／又はウエハホルダを含むことができる。読取りヘッ
ド458は上方向（システム400の構成次第では下方向）移動することができ、そして、サン
プルホルダ462のサンプルを通じて発信された赤外線光透過を受光するために、読取りヘ
ッド458はサンプルホルダ462に付属される。カメラ448は、読取りヘッドから光信号を受
光することができ、サンプルの赤外線吸収を組み込む電気的信号を生成する。電気的信号
はコンピュータ412に送信されることで、サンプルの各々の成分についての赤外線吸収ス
ペクトル生成のためのフーリエ変換が行われる。
【００５０】
　図5Aは、本発明の一実施例に係る複数のサンプルを分析するシステム400の詳細なブロ
ック図を示す。実施例において、複数サンプル分析システム400は、光信号を受信するこ
とができるカメラ448を含む。上記の通り、カメラ448は分析される複数のサンプルを通じ
て照射される赤外光を検出することができる装置のいかなる適当な種類でもあってもよい
ことが理解されるべきである。カメラ448は赤外線検出器（例えば焦点面アレイ488）（FR
A）を含むことができ、カメラ448は赤外線光を受光して、記録するためにデュワー450の
中に組み込まれる。実施例において、カメラ448は、約5～約10ミクロンの間で光波長を検
出するように構成されることができる。ある特定の実施例では、128x128ピクセルHgCdTe
焦点配列（FRA）カメラを利用することができる。例えばスキャン光学、回転鏡、可動鏡
を有する単一検出器、その他等、いかなる適当な赤外線検出/走査する装置が、赤外線光
を受光し、記録することができる装置において利用されることが理解されるべきである。
【００５１】
　デュワー450は、赤外線検出環境の温度を制御することができる被覆であってもよい。
実施例において、デュワー450は、試験されるべきサンプルが通過した赤外線信号を受光
することができる光学系460を囲む。温度は、被覆の温度制御流体（例えば窒素）の適用
によって管理されることができる。FRA488は、次に光学系460から赤外線光を検出するこ
とができて、この検出からデータを記録することができる。
【００５２】
　複数サンプル分析システム400は、書込みヘッド456及び読取りヘッド458を含むことも
できる。更に以下でも説明されるように、書込みヘッド456はソースプレートのウェルか
らサンプルを取り去ることができて、赤外線分光法のためのウエハの凹部（例えば毛細管
）にサンプルを投入することができる。実施例において、書込みヘッド456は、ソースプ
レート及びウエハ上を垂直に移動するように構成される。ソースプレート及びウエハと共
に用いられる読取りヘッド458及び書込みヘッド456については図6にて更に詳細に説明す
る。
【００５３】
　テストを開始する際に、テストすべきサンプルを含むソースプレートは書き込みヘッド
456の下に移動する。ソースプレートに関しては、図15で更に詳細に説明する。書込みヘ
ッド456は、ソースプレートからサンプルを取り除くために、ソースプレート上まで下降
することができる。書込みヘッド456は、ソースプレートを離れて移動する。次に、書込
みヘッド456がソースプレートからサンプルホルダ462にサンプルを投入する場合に、サン
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プルホルダ462は、書込みヘッド456の下に移動することができる。
【００５４】
　サンプルテストの一実施例において、サンプルホルダ462は、分析環境が実質的に恒常
的な状態に保たれるように、制御された窒素ガス雰囲気を有するシステム400の範囲内の
領域である活性領域454に設置されることができる。サンプルホルダ462は、書込みヘッド
456か読取りヘッド458の下にサンプルホルダを動かす可動テーブルに設置されることがで
きる。他の実施例においては、カメラ448、読取りヘッド458及び／又は書込みヘッド456
はサンプルホルダ462の下に位置する所で利用されることができることが理解されるべき
である。また、書込みヘッドがソースプレートからサンプルを取り出すことができて、サ
ンプルホルダ462にサンプルを投入することができるように、可動テーブル（図6を参照し
て詳述）は書込みヘッド456の下で分析される複数のサンプルを有するソースプレートを
動かすこともできる。サンプルがサンプルホルダ462に投入された後、サンプルホルダ462
は読取りヘッド458の下に移動することができる。
【００５５】
　実施例において、書込みヘッド456がサンプルをサンプルホルダ462に載せたあと、サン
プルホルダ462は読取りヘッド458の下に移動することができる。読取りヘッド458は、分
析されるサンプルを含むウエハ上に垂直に移動するように構成される。次に、読取りヘッ
ド458は、サンプルホルダ462上まで下降することができる。実施例において、読取りヘッ
ド458はサンプルホルダ462に付属し、そして、光源480はサンプルホルダ462を通じて赤外
線光を照射することができる。従って、実施例において、読出しヘッド458及び書込みヘ
ッド456は垂直にそれぞれ移動可能でもよい。サンプルホルダ462が読出しヘッド458及び
書込みヘッド456のいずれの下に移動するときに、読出しヘッド458及び書込みヘッド456
のいずれもサンプルホルダ462上及び／又はサンプルホルダ462へ下降することができる。
【００５６】
　読取りヘッド458は、ウエハに定義される各々の毛細管の2つの端に電荷を印加すること
ができ、複数のプローブ（例えば電圧ピン）を含むこともできる。従って、読取りヘッド
458は電圧アプリケータであってもよい。電荷の印加は、生体分子を分離するため、等電
点分離法を容易にすることができる。読取りヘッド458は、赤外線光を透過するウインド
ウを有することもできる。これにより、サンプルホルダ462の下から発信された赤外線光
が、カメラ448のFPA488によって検出されるために、読取りヘッド458のウインドウを通じ
て発信されることができる。読取りヘッド458及びサンプルホルダ462は、後述する図を参
照しつつ、更に詳細に説明する。
【００５７】
　実施例において、赤外光がサンプルホルダ462の範囲内で含まれるサンプルに当てられ
ることができるように、光源480は複数のサンプルを分析するシステムの中に設置される
ことができる。図5Bを参照しつつ更に詳細に説明されるように、光源480は干渉計を含む
ことができる。一実施例において、サンプルホルダ462が複数の凹部を有する基板であっ
てもよい。ここで、サンプルホルダ462は、例えば、凹部の各々が分析されるサンプルを
含むように構成される毛細管でもよい。他の実施形態では、サンプルホルダ462は、ウエ
ハホルダに取り付けられるウエハを含むことができる。ウエハにおいて定義される凹部は
、図9A乃至図9C及び図1０Aを参照しつつ更に詳細に説明される。
【００５８】
　動作に関し、サンプルの中の生物学的成分は、成分の生物学的組成によって特定の波長
/周波数の赤外線光を吸収することができる。実施例において、サンプルホルダ462を通じ
て発信された赤外線光は、カメラ448のFPA488によって検出される。赤外線光を透過する
デュワー450の終端に位置するウインドウにより、赤外線光はFPA488によって検出される
ことができる。FPA488によって受光される光信号は、デュワー450の中で位置する電子回
路452に発信されることができる。当業者ならば周知のように、デュワー450は、フレーム
レート、クロック・サイクル等を制御することによって焦点面アレイの管理に寄与する電
子回路452を含むことができる。電子回路452は、コンピュータ412の範囲内でカメラ448及
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びフレームグラッバ444の間の通信を容易にすることもできる。従って、光信号は、デュ
ワー450からフレームグラッバ444へ発信されることができて、メモリ446の中に格納され
ることができる。コンピュータ412の内部のメモリ446は、フレームグラッバ444からデー
タを受信し、格納することができるキャッシュ・メモリであってもよい。メモリ446（例
えばキャッシュ・メモリ）の利用によって、赤外線分光処理を高いフレームレートで使用
が可能になる。
【００５９】
　プロセッサ442は、サンプルを通じて照射された光信号を検出するための光源480及びカ
メラ448を管理するように構成されるプログラム440を実行する。カメラ448から受光され
る光信号は、サンプルホルダ462の範囲内でサンプルの成分を判定/特徴づけるために用い
られることができる。
【００６０】
 図5Bは、本発明の一実施例に係る干渉計500を示す。実施例において、干渉計500は、図5
Aにて示す如く、光源480であってもよい。干渉計は、赤外線光を生成することができる赤
外線源504を含むことができる。赤外線源504が赤外線スペクトルにおいて、ある光波ビー
ム生成するように構成されることが理解されるべきである。干渉計500の一つの簡略実施
例において、赤外線光線514及び516は、赤外線源504によって生成される事が示される。
二つの赤外線光線514及び516を有することが干渉計の仕組みを示す単なる実施例であるこ
とが理解されるべきである。従って、いかなる適当な光線の種類、及び／又は光線の数は
、ここに用いられることができる。従って、赤外線光のいかなる適当な種類も、赤外線源
によって生成されることができ、同相赤外線光波及び対応する位相外れ赤外線光波を生成
するために、干渉計500によって処理されることができる。
【００６１】
　光線514は、鏡515にて反射され、分光器510へ進む。鏡515にて反射された光線514は、
光線514-1として示される。一部の光線514-1は、分光器510にて反射して、光線514-2を形
成する。光線514-1の他の部分は、分光器510の中で分離し反射せずに、分光器510を通じ
て移動して光線514-4を形成する。光線514-2は、鏡508の中で分離し反射して、サンプル
に発信される光の一つである光線514-3を形成する。光線514-4は反射し、光線514-5を生
成する。光線514-5は分光器510中で反射し、異なる距離のため、光線514-3と位相が一致
せずに光線514-6を形成する。鏡508は、2つの分離した光線が進む異なる距離を生成する
ために、分光器510から異なる距離の場所へ移動することができる。異なる距離を進む分
離した光線を有することによって、同位相である一つのビーム及び位相外れの光線を生成
することができる。
【００６２】
　光線516は鏡515で反射され、分光器510へ進む。鏡515で反射する光は、光線516-1とし
て示される。一部の光線516-1は分光器510で反射し、光線516-2を形成する。光線516-1の
他の部分は、分光器510の中で離れて反射せず、分光器510を通じて移動して光線516-4を
形成する。光線516-2は鏡508で反射し、サンプルに発信される光の一つである光線516-3
を形成する。上記のように、分光器510によって分割された光線が異なる距離を進むこと
ができるように、鏡508は分光器510から異なる距離を移動するようにしてもよい。光線51
6-4は、光線516-5を生成する鏡512で反射する。光線516-5は分光器510で反射し、光線が
進む異なる距離のため、光線516-3とは位相が一致しない光線516-6を形成する。このよう
な方法で、干渉計は、位相外れの可能性がある赤外線の光波を有する赤外光を生成するよ
うに構成される。
【００６３】
　光源480は、変調を干渉計に設定することができるレーザ501を含むことができる。いか
なる適当な装置もレーザ501からの光を変調するために使用されることができることが理
解されるべきである。例えば、同相及び位相外れ赤外線光波の進行距離を区別するために
使用される可動鏡の位置を観測するモーターを有する符号器の如くである。レーザ501に
よって生成される光は、光線514及び516と同様にレーザ光線を分割することができる分光
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器510に発信されることができる。レーザ501が光線514及び516の移相を管理するための参
照光として用いられることができるように、レーザ検出器518はレーザ501から光線を検出
するように構成することができる。
【００６４】
　図6は、本発明の一実施例に係る読取りヘッド458及び書込みヘッド456を示す。実施例
において、ソースプレート530は、書込みヘッド456の下にソースプレート530をいかなる
適当な方向にもおいてを移動する側方移動することができるテーブル532にあることがで
きる。テーブル532がシステムの構成次第でいかなる適当な方向（垂直に、水平、その他
）にもおいて移動するように構成することができることが理解されるべきである。実施例
において、書込みヘッド456は、ソースプレート530の複数のウェルからサンプルを取り除
くことができるピン534を含むように構成される。実施例において、3つ毎のウェルは、ウ
エハ550の単一の毛細管に対応することができる。書込みヘッド456は、ソースプレート53
0からサンプルを取り除き、サンプルホルダ462にサンプルを投入するために、例えば、ピ
ンや管等を用いる適当な装置を利用することができることが理解されるべきである。実施
例において、サンプルを取り除いて、サンプルを投入するためにピン534によって生成さ
れる際の書込みヘッド456は差圧を使用することができる。実施例において、流体の生物
学的サンプルはピン534で定義される内側通路を通じて取り除かれることができ、生物学
的サンプルはピン534において定義される内側通路からサンプルホルダ462に投入すること
ができる。
【００６５】
　書込みヘッド456が例えば任意の適当な数の流体除去器具（例えばピン）を含むことが
できることが理解されるべきである。例えば、その数は1、20、50、100、その他がサンプ
ルホルダ462に移動されることを要求されるサンプルの数による。実施例において、書込
みヘッド456は、30本のピンを有することができる。ピン534がソースプレート530からの
サンプルの除去し、かつ、ピンが知的な方法によって、サンプルをサンプルホルダに投入
することを可能とする限りにおいて、いかなる適当な構成であってもよいということを認
識されなければならない。実施例において、30個のピン書込みヘッドのピン構成は、3本
の列及び10行のピンを有することができる。この種の構成において、ピンの各行は、図9
、図10A及び図10Bに関して更に詳細に説明したように、10個の毛細管のサンプルホルダの
うちの１つの毛細管に、流体を投入することができる。
【００６６】
　読取りヘッド458はカメラに連結することができ、また、実施例において、読み取りヘ
ッド458はサンプルホルダ462が読取りヘッド458の下の位置へ移動するときに、サンプル
ホルダ462に接続するために上下に移動可能とすることができる。読取りヘッド458は、サ
ンプルを通じて発信された赤外線光が焦点面アレイ488によって検出されるようにウイン
ドウ590を含むことができる。実施例において、赤外線光検出の条件が制御されることが
できるように、焦点面アレイ488はデュワー450に含まれることができる。
【００６７】
　図7Aは、本発明の一実施例に係る読取りヘッド458を示す。読取りヘッド458の本体は、
いかなる適当な材料（例えばプラスチック）からも製造されることができる。加えて、読
取りヘッド458がサンプルを通じて発信される赤外線光を効果的に受光することができる
限り、読取りヘッド458はいかなる適当なサイズ及び形状であってもよい。実施例におい
て、読取りヘッド458は高さ約3mmであって、サンプルホルダ462に付属するように構成さ
れる。読取りヘッド458は、サンプルが含まれる一部のウエハにサイズ及び形状において
一致するウインドウ590を含むことができる。ウインドウ590は、赤外線光を実質的に透過
するいかなる適当な材料でもあってもよい。読取りヘッド458は、複数の電圧ピン570及び
572を含むこともできる。実施例において、電圧ピン570及び572の一組は、サンプルがウ
エハ内で保持可能な場所（例えば、毛細管）のあらゆる凹部に存在する。従って、サイズ
及び凹部の形状に応じて、電圧ピン570及び572の位置及び数を変化させることができる。
加えて、ウエハの凹部の配置に応じて、ウインドウ590のサイズ及び形状を異なるように
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してもよい。また、読取りヘッド458は、実質的にウインドウ590を囲み、図8Aに示すよう
にウエハホルダ560から読取りヘッド458を封止することができるガスケット604を含むこ
とができる。一旦読取りヘッド458がウエハホルダ560に封止されると、毛細管の範囲内の
サンプルは環境空気から封止され、これにより早熟な蒸発を実質的に減らしている。実施
例において、毛細管が少量のサンプルを含むため、蒸発の減少は、サンプルテストが可能
な時間を非常に増加させる。
【００６８】
　図7Bは、本発明の一実施例に係る読取りヘッド458の側面図を表す。実施例において、
ピン570及び572は読取りヘッド458よりも引き出しているので、読取りヘッド458がサンプ
ルホルダ462に取り付けられるときに、ピン570は特定の毛細管の一端に沈下する、そして
、ピン572は特定の毛細管の他端に沈下する。任意の適当な数のピン570及び572が試験さ
れる毛細管の数に応じて読取りヘッドにあることができることが理解されるべきである。
実施例において、サンプルホルダ上の各毛細管のために、ピン570及びピン572を用いるこ
とができる。
【００６９】
　図7Cは、本発明の一実施例に係るウエハホルダ560に取り付けられるウエハ550の側面図
を示す。実施例において、ウエハホルダ560は、ウエハ550の縁の部分周辺にウエハ550を
保持するように構成されることができる。この種の構成において、ウエハホルダ560の中
央の開口部は、赤外線光が開口部を通じて直接ウエハ550に発信されることを可能にする
。ウエハホルダ560の一実施例は、図7Dを参照しつつ更に詳細に記載する。
【００７０】
　図7Dは、本発明の一実施例に係るウエハホルダ560の上面図を示す。ウエハ550が保持さ
れ、また、赤外線光はウエハホルダ560の開口部を通じて発信されることができる限り、
ウエハホルダ560がいかなる適当なサイズ及び／又は形状であってもよいことが理解され
るべきである。他の実施形態では、ウエハホルダ560が赤外線光を透過する材料から製造
される限り、ウエハホルダ560は開口部を有する必要はない。一実施例において、ウエハ
ホルダ560は、中央に矩形の穴を有することができ、これにより、光線は、ウエハ550の一
面から入射され、ウエハ550の反対側から出射される。ウエハ550が安全に保持されること
ができる限り、ウエハホルダ560がいかなる適当な材料からも製造されることができる。
【００７１】
　図8Aは、本発明の一実施例に係るサンプルホルダ462に取り付けられる読取りヘッド458
の横断面図を示す。実施例において、サンプルホルダ462は、ウエハホルダ560に取り付け
られてその中に定義される凹部（例えば毛細管）を有するウエハ550を含む。ウエハ550は
、図9A及び図9Bを参照しつつ更に詳細に説明する。ウエハ550は、ウエハホルダ560に取り
付けられることができ、これにより、ウエハ550が赤外線光を透過する材料から作られる
ときに、赤外線光はウエハホルダ560の下から入射され、ウエハ550を通じて読取りヘッド
458のウインドウ590に出射される。上記のように、赤外線透過材は、赤外線光線スペクト
ルの一部分又は全てを実質的に透過することができるいかなる適当な材料でもあってもよ
い。加えて、ウエハホルダ560の材料が赤外線光を実質的に透過する場合には、ウエハホ
ルダ560は開口部を有する必要はない。
【００７２】
　図8Bは、本発明の一実施例に係るウエハホルダ560と連結する読取りヘッド456の拡大図
を示す。実施例において、読取りヘッド456は、ウエハホルダ560の表面に接続するガスケ
ット604を含む。ガスケット604は、読取りヘッド456をウエハホルダ560から実質的に封止
することができるいかなる適当な材料（例えばゴム、エラストマ等）から作製されること
ができることが理解されるべきである。読取りヘッド456は、ウエハ550を通じて送られる
赤外線光線が入射することができるウインドウ590を含む。読取りヘッド456は、電圧ピン
570及び572を含む。電圧ピン570及び572は、ウエハ550の毛細管に印加されることができ
、これにより、等電点分離法が行われることができるように、電界は毛細管の長さ方向全
体に渡って印加されることができる。
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【００７３】
　図9Aは、本発明の一実施例に係る、サンプルが投入及び分析され、凹部を含むように構
成されるウエハ550の上面図を示す。実施例において、ウエハ550は、テストされるサンプ
ルを保持するためにウエハ550において定義される凹部（例えば毛細管）について、いか
なる適当な数も及び／又は種類を有することができる。実施例において、凹部は、各々並
列に間隔を置かれた複数の毛細管602-1～602-10である。ウエハ550の表面に定義された凹
部の他の例示的な形状は、図10C 乃至図10Eを用いて詳述する。実施例において、ウエハ5
50及び／又はウエハホルダ560は底の部分を形成することができ、そして、読取りヘッド4
58は接続構造の上部部分を形成することができる。従って、読取りヘッド458がウエハホ
ルダ560に接続するときに、サンプルが所定期間外部環境にさらされないようにするため
、毛細管は読取りヘッド458によって封止される。これは、サンプルの蒸発を減らすこと
ができるという多大な効果がある。さらに別の実施形態では、ウエハ550は、サンプルの
蒸発を減らすために、ウエハ550の範囲内の全面に定義される封じ込め空間を含むことが
できる。
【００７４】
　図9Bは、本発明の一実施例に係る他のウエハ550の上面図を示す。実施例において、ウ
エハ550は、図13にて更に詳細に述べられるように、複数の凹部（例えば毛細管）を含む
ことができる。図13で述べられるように、毛細管602は幅において毛細管602の中間の部分
より各々大きい第１端部及び第２端部を有する。この種の構成において、サンプルが中間
の部分に位置することができると共に、電圧プローブは第１端部及び第２端部に印加され
ることができる。
【００７５】
　図9Cは、本発明の一実施例に係る拡張した長さ毛細管602’を有するウエハ550’上面図
を示す。本実施例において、生物学的サンプルの成分が伝播することができる長さは、実
質的に重複する毛細管の部分に応じて延長される。実施例において、毛細管の602’は上
記の通りにいかなる適当なサイズも有することができ、そして、好ましい実施例で、毛細
管は幅約75ミクロンであってもよい。実施例において、望まれる移動距離にもよっては、
毛細管の折り返し周期を増やすことは、成分が移動する必要がある距離を増加させること
ができる。このような実施例では、より大きいpH勾配は用いられることができ、また、よ
り低い強度電界は利用されることができる。上記の通りの電界のいかなる適当な強度も利
用されることができることが理解されるべきであるが、好ましい実施例で、約20V/cmの電
界は利用されることができる。1つの例示的実施形態において、流体サンプルは、陽極及
び陰極の間に毛細管の中間において投入されることができる。従って、毛細管の有効長を
増加させることによって、移動に対する実効抵抗を増加することができ、そして、電界の
低い強度は生物学的サンプルの成分を分離するために利用されることができる。
【００７６】
　図10aは、本発明の一実施例に係る毛細管602の側面図を示す。毛細管602は、サンプル
の中の成分の分離が可能なように構成されることができる。実施例において、等電点分離
法は、分子分離のために利用されることができる。他の実施形態では、電気泳動法は、分
子分離のために用いられることができる。上述の等電点分離法の説明が利用されることが
できる1つの例示的な分離テクニックであることが理解されるべきであり、そして、分子
分離技術の他の適当な種類が利用されることができる。
【００７７】
　一実施例において、毛細管602は、3つの部分を有する。第一の部分は、プローブ領域80
0、対のプローブ領域802、及びサンプルを収容領域804であってもよい。毛細管602のプロ
ーブ領域800は、酸性溶液を保持するための構成とすることができ、そして、対のプロー
ブ領域802は、塩基性溶液（又はその逆、領域が負電荷若しくは陽電荷を有するによる）
を有するように構成されることができると共に、サンプル収容領域804がサンプルを収容
して、分析すべきサンプルを保持するように構成される。実施例において、pH勾配は、毛
細管602の一端及び毛細管602の他端との間に生成される。加えて、電圧は電界を生成する
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ために毛細管602の長さ全体に印加され、サンプルの分子の電気的性質に応じて、サンプ
ルの異なる成分は毛細管の異なる領域へ移動する。実施例において、約20V～約200Vの電
圧が印加される。印加する他の方法として、毛細管に沿って生成されることができる電界
が、約100V/cm及び300V/cmの間にあることができる。好ましい実施例において、約100Vの
電圧が印加されることができる。
【００７８】
　従って、pH勾配及び電界を適用することによって、毛細管602の異なる領域は、異なる
電気的及び酸性のレベルを有することができる。成分が例えば分析されて、タンパク質は
、異なる電荷を有することができる。従って、異なる生物学的/化学成分の異なる等電特
性のため、サンプルの各特定の成分は、毛細管602の異なる領域へ移動することができる
。毛細管に沿った移動の間、成分は、pH勾配に沿って移動し、pH勾配に沿った成分の位置
により、陽子を得る、若しくは、失う。一旦成分が充電されていない場所へ移動すると、
成分の移動は止まることができる。この方法を用いて、分析されているサンプルの中の特
定の成分（例えばタンパク質、タンパク相互作用反応生成物、アミノ酸、遺伝物質、その
他）は、赤外線分光法によって更なる分析のために分離されることができる。
【００７９】
　図10Bは、本発明の一実施例に係る毛細管602に流体サンプル818を投入する書込みヘッ
ド456を示す。流体がサンプルのいかなる適当な種類（例えばタンパク質、タンパク相互
作用反応生成物、遺伝物質、アミノ酸、など）でもあってもよいことが理解されるべきで
ある。実施例において、書込みヘッド456及び読取りヘッド458は、ウエハ550上に示され
、ピン534aから第1のプローブ流体816、ピン534bから流体サンプル818、そして、ピン534
cから第2のプローブ流体818を毛細管602へ投入される位置に移動される。第1のプローブ
流体816はプローブ領域800に投入されることができ、流体サンプル818はサンプルを収容
する領域804に投入されることができ、そして、第2のプローブ流体820は対のプローブ領
域802に投入されることができる。実施例において、第1のプローブ流体はいかなる適当な
酸性の流体（例えばリン酸（H3PO4））であってもよく、第2のプローブ流体はいかなる適
当な塩基性の流体（例えば水酸化ナトリウム（NaOH））でもあってもよい。他の実施例で
は、電気泳動法が生物学的サンプルの中で生物学的成分を分離するために利用される場合
、塩化カリウムを利用することができる。
【００８０】
　一実施例において、領域800、802及び804は、ウエハ560の活性表面806上の凹部である
。実施例において、活性表面806は、裏側表面808上として反対側にある。図14にて更に詳
細に述べられるように、領域800、802及び804を形成する凹部は活性表面806にエッチング
することによって活性表面806上に定義されることができる。適当なエッチング処理につ
いては、当業者にとって公知の技術を用いることが理解されるべきである。
【００８１】
　毛細管602、ピン562、及び電圧ピン570及び572のうちの一つ、組合せ、又は全部は、サ
ンプルへの誘引を減少させることができるいかなる適当な材料で製作され、若しくはコー
ティング材料を用いることができる点を留意すべきである。実施例において、ピン562は
、サンプルがピン562に誘引されない材料でコーティングされるようにしてもよい。他の
実施形態では、電圧ピン570及び572は、サンプルと非反応性を有する材料でコーティング
されることができる。他の一実施例において、毛細管602を含む凹部は、毛細管602の表面
上の表面荷電が軽減するような材料でコーティングすることができる。
【００８２】
　図10C乃至図10Eは、分析のためのサンプルを含むために毛細管602と置換されることが
できる凹領域を示す図である。図10C乃至図10Eに示すように、サンプルを保持するための
凹領域は、いかなる適当なサイズ又は形状であってもよい。図においては、1つの凹領域
だけがウエハに示されたが、凹領域のいかなる適当な数もウエハに定義されることができ
るということを理解されなければならない。
【００８３】
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　図10Cは、本発明の一実施例に係る楕円形の凹領域811を表す。実施例において、楕円形
の凹領域811は、プローブ領域800と、サンプルを収容する領域804と、対のプローブ領域8
02とを有する。
【００８４】
　図10Dは、本発明の一実施例に係る四角形（正方形）の凹領域812を示す。実施例におい
て、楕円形の凹領域812は、プローブ領域800と、サンプルを収容する領域804と、対のプ
ローブ領域802とを有する。
【００８５】
　図1０ｅは、本発明の一実施例に係る円形の凹領域814を示す。実施例において、楕円形
の形づくられた凹領域814は、プローブ領域800と、サンプルを収容する領域804と、対の
プローブ領域802とを有する。
【００８６】
　図11は、本発明の一実施例に係る分子の詳細（例えば等電分離チャンバ820に導入され
るサンプル810から溶質の位置、移動及び結合）を示す画像処理を示す。実施例において
、等電分離チャンバは、ウエハ550において定義される毛細管602であってもよい。バンド
825は、等電点分離法によってチャンバ820内に形成されてもよい。赤外線の光学及び検出
器830は、信号パターン840を生成するバンド825を同時に撮像する。信号パターンは、グ
ラフ850によって表されるように、適時に発生するスペクトル変化を判定するために用い
られる。超スペクトル測定を実時間で実施する能力は、高密度の粘性の高い又はゲル状の
母材に依存しない、新しい種類の等電点電気泳動を可能にする。例えば、複数のサンプル
をアッセイするために、中心電極の周囲に輪環を備える半球レンズ構造で複雑な二次元パ
ターンを作ることができる。
【００８７】
　システムは溶質の逆の流れ、結合相手、又は常に更新することのできる基質と組み合わ
せることができ、又は集束したサンプルを定期的な又は他の変動する濃度に露出して、酵
素基質を含む他の基質の構造的なスペクトルへの効果を測定する。この実施形態は、試験
化合物が酵素分子又は巨大分子錯体との反応中に消費される場合に薬剤を発見するのに特
に有用である。
【００８８】
　図12Aは、本発明の一実施例に係る赤外線分光法を通じて分析されたサンプルを表す。
実施例において、サンプルが毛細管602に投入された後で、pH勾配は図10を参照して説明
された通りに生成される。電圧は毛細管の602の二つの端の間に印加されるので、サンプ
ルの異なる分子は、分子が電気的な平衡であるpH勾配の場所に移動する。この例示的な処
理におけるバンド842及び844は、サンプルの2つの異なる成分が実質的にゼロの電荷を有
する場所を示す。従って、サンプルの異なる化学/生物学的分子は、この種の方法を用い
て分離されることができる。
【００８９】
　一旦分離が起こった場合、毛細管602の各々のバンド842及び844の分子に対して、上述
の赤外線分光法を実施することができる。従って、等電点分離法及び赤外線分光法を用い
ることにより、サンプル中の異なる分子は、知的で費用効果的な方法で確認されることが
できる。さらに、ウエハ550において定義される複数の毛細管を有することによって、多
数のサンプルは、並行して分析されることができる。この方法を使用することにより、試
験条件は、毛細管との間で実質的に同一とすることができ、これによって、各テストの試
験条件の変化によってもたらされ得るテスト・エラーを実質的に減らすことができる。
【００９０】
　図12Bは、本発明の一実施例に係る特定のサンプルの赤外線光吸収スペクトルの拡大図
を示す。図12Bに示すように、毛細管の中で示される各バンドは、異なる電気的性質を有
する分子の異なる種類を表すことができる。従って、pH勾配及び毛細管602の端に印加さ
れる電圧のため、サンプルの各々の化学物質は、電気平衡を得る毛細管の異なる部分へ移
動する。各々のバンドは、赤外線光線吸収スペクトルを生成することができ、これによっ
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て、テストされているサンプルの知的判定、個体識別及び／又は特性評価を可能にする。
【００９１】
　図13は、本発明の一実施例に係る毛細管602の上面図を示す。実施例において、毛細管6
02は、上述の如く、3つの領域800、802及び804を有する。実施例において、プローブ領域
800は、正電荷をその領域内の流体に印加する陰極領域である。実施例において、サンプ
ル収容領域804に分析されるサンプルが置かれる。対のプローブ領域802は、陰電荷をその
領域の中で印加する陽極領域である。領域800及び802は、約25nlから約50nlまで範囲の流
体量を各々保持することができる。好ましい実施例において、領域800及び802は、約25nl
を各々保持することができる。領域804は約10nlから約100nlまで範囲のサンプル流体を保
持することができる、そして、好ましい実施例で、領域804はサンプル流体の15nlを含む
ことができる。
【００９２】
　一実施例において、長さ866及び862の各々約1mm～約3mmの間にあり、距離864は約2mm～
約10mmの間にある。好ましい実施例において、長さ866及び862は、各々約2mmであっても
よい。毛細管602の幅860は、実施例において、約50ミクロン～約100ミクロンの間にある
。好ましい実施例において、毛細管602の幅860は、約125ミクロンである。実施例におい
て、幅868及び870が、約250ミクロン～約1000ミクロンの間に、各々あることができる。
幅868及び870は、好ましい実施例において、約500ミクロンである。
【００９３】
　毛細管602は、所望の毛細管602の容積に応じて、いかなる適当な深さも有することがで
きる。一実施例において、毛細管602は、約5ミクロン～約100ミクロンの深さを有するこ
とができ、好ましい実施例においては、毛細管は、深さ約25ミクロンである。
【００９４】
　図14は、本発明の一実施例に係るウエハ550の側面図を示す。図13において説明した如
く、ウエハ550は、約5ミクロン～約100ミクロンとの間に深さ900を有することができる毛
細管620を一つ以上含むことができる。好ましい実施例において、深さ900は、約30ミクロ
ンであってもよい。実施例において、毛細管は、エッチングプロセスを通じてウエハ550
の表面に定義されることができる。当業者にとって公知のいかなるエッチング技術を、本
エッチングプロセスに利用されることができる。実施例において、深堀反応性イオンエッ
チング（DRIE）は、毛細管620を生成するためにウエハ550の表面上の凹部を生成するため
に利用されることができる。実施例において、ウエハ550はいかなる適当な厚みでもあっ
てもよく、好ましい実施例で、ウエハ550が約1ミクロン及び厚さ4cmの間にあることがで
きる。
【００９５】
　図15は、本発明の一実施例に係るソースプレート530を表す。実施例において、ソース
プレート530は、赤外線分光法分析において用いられるためにいかなる適当な流体も収容
することができる複数のウェル952を含む。実施例において、各列に渡る3つのウェルに関
して、第一ウェルは、毛細管460の陽極部に投入される流体で満たされ、第二ウェルは、
分析されるサンプルで満たされ、そして、第三ウェルは、毛細管の460の陰極部分に投入
される流体で満たされる。図15に示される例示的実施形態において、ソースプレート530
は、各列に9つのウェルを含む。従って、3つのサンプルを一列に配置することができる。
ここで、ソースプレート950のウェルの数、列の数、及び／又は行の数は要求されるアプ
リケーション次第であるいかなる適当な数でもあってもよいことが理解されるべきである
。加えて、書込みヘッド456に応じて、ウェル及び／又はソースプレート530のいかなる適
当な形状も利用されることができる。一つの例示的実施形態において、当業者に知られて
いるように、1536フォーマットを利用することができる。
【００９６】
　一実施例において、書込みヘッドはソースプレート530の上を移動することができ、書
込みヘッド456はソースプレート950上へまで下降することができる。書込みヘッドのピン
は、ソースプレート530のウェル952から流体を吸い込み、保持することができる。実施例
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において、書込みヘッド458のピンは、整列されたある列の最初の3つのウェル用のピンが
ウェル952の上部セクション954に沈下する位置するように構成される。その列の二番目の
３つのウェル用の書き込みヘッド458の次の３つのピンは、これらのピンはウェルセクシ
ョン952の中間セクション956に沈下するようにずらして配置されるようにしてもよい。そ
して、書き込みヘッド456の最後列の三つピンは、これらのピンはウェルセクション952の
最後列セクション958に沈下するようにさらにずらして配置されるようにしてもよい。実
施例において、この種のピン構成は、ソースプレート530のウェル952の列に沈下するよう
にピンの各一組を繰り返すような構成にすることができる。
【００９７】
　書込みヘッド456は、ソースプレート530から上昇することができる。次に、ソースプレ
ート530は邪魔にならない所に移動することができ、そして、ウエハを有するサンプルホ
ルダは書込みヘッドの下に移動することができる。ピンが適切な流体を放出するために毛
細管内のユーザが定義した場所に配置されるように、書込みヘッドはサンプルホルダ上へ
下降することができる。書込みヘッド456がソースプレート530から流体を取り除き、そし
て、サンプルホルダに、流体を投入するための方法及び／又は装置のいかなる適当な類型
（例えばピペット操作、印刷、シリンジ・ポンプ、吸引装置、その他）も利用することが
できることが理解されるべきである。サンプルは、その表面張力を管理する添加物のいか
なる適当な種類も含むことができるということが理解されるべきである。実施例において
、タンパク質毛細管等電点分離法のための添加物は、沈殿を防止若しくは制限するために
、洗浄剤、例えば、トリトンX-100、チャップス、及び、オクチルグルコシドを含むこと
ができる。加えて、尿素は、タンパク質凝集を抑制するために加えられることができる。
実施例において、メチルセルロース、ポバール又は他の高分子のコーティングは、毛細管
の壁との相互影響を減らして、電気浸透流（EOF）を防止するか又は減らすことができる
。
【００９８】
　図16Aは、本発明の一実施例に係るカメラ448の検出領域970を示す。領域970は、光が検
出されることができる空間の領域であってもよい。実施例において、領域970は、毛細管6
02のサンプルを受け取る領域804を通じて発信される赤外線光を受光する。図10A及び図10
Bを参照しつつ説明される如く、サンプルを収容する領域804は分析されるサンプルが位置
する毛細管602の領域である。従って、等電点分離法で発生したいかなるバンドは適用さ
れた赤外線光線を得ることができ、カメラ448の表示を通じて判定される赤外線吸収スペ
クトルを得ることができる。
【００９９】
　図16Bは、本発明の一実施例に係るカメラ448の検出領域970の一部の典型的な画素パタ
ーンを示す。図16Bに示される画素パターンは、等電焦点処理により生成されたバンドの
赤外線吸収を検出することができる限定された数のピクセルの簡略図である。ピクセル表
示は説明のために単純化され、これよりかなり多くのピクセル数が赤外線光検出のために
利用されることができることが理解されるべきである。
【０１００】
　図16Bに示される例示的実施形態において、画素980は、斜線を付したピクセルで示すよ
うに、第1の毛細管上のバンドから、赤外線吸収信号を受信する。ピクセル982及び984は
、斜線を付したピクセルで示すように、第2の毛細管上の2つのバンドから赤外線吸収信号
を受信することができる。これらのバンドは、図16Aに示すようにバンドに対応する。
【０１０１】
　図17Aは、本発明の一実施例に従って、時間軸で表示されるカメラ出力のグラフ1000の
データをフーリエ変換することを説明する図である。実施例において、x軸上の時間及びy
軸上のコンピュータへのカメラ出力を表示するグラフ1000が生成される。カメラ出力は、
逆フーリエ変換を用いることにより処理されることができるデータ点の非常にかなりの量
を有する。実施例において、本願明細書において記載されている方法と整合したフーリエ
変換のいかなる適当な種類も、x軸が周波数の範囲を表し、そして、y軸がサンプルを通じ
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て発信された検出赤外光の強度を表す赤外線吸収スペクトルを生成するために利用される
ことができる。
【０１０２】
　一つの例示的実施形態において、タンパク相互作用前の生物学的サンプルの赤外線吸収
スペクトルは生成されることができ、そして、タンパク相互作用後のサンプルの赤外線吸
収スペクトルを生成されることができる。二つのスペクトラムが生成されたあと、共通吸
収域は相殺されることができる、そして、残りの吸収スペクトルは特定のサンプルの実際
の生物学的及び／又は化学変化を判定するために利用されることができる。
【０１０３】
　数多くの分析は、本発明の装置及び方法を用いて行われることができる。例えば、1つ
のタンパク質は、異なる薬剤を有する異なる反応性のために分析されることができる。他
の実施例において、10の異なる薬剤は、10の異なる反応物でテストされることができる。
さらに別の例では、同じ薬の異なる濃縮は、薬剤での治療の効果を判定するために、特定
のタンパク質でテストされることができる。従って、本発明は、複数の生物学的サンプル
の中で知的で強力な分析となり得る。
【０１０４】
　図17Bは、本発明の一実施例に従って、第一の毛細管及び第二の毛細管内のバンドの吸
収スペクトルを示すグラフ1200及び1210を表す。実施例において、グラフ1200は、他の流
体とともに、特定のタンパク質の赤外線吸収スペクトルを示し、典型的には、例えば水、
両性小分子、担体両性電解質等の等電点分離法を行うときに利用される。グラフ1210は、
タンパク質なしのグラフ1200の流体の赤外線吸収スペクトルを示す。従って、グラフ1210
は、サンプル中に含まれていない流体の基本的な赤外線吸収を示す。
【０１０５】
　図17Cを参照しつつ更に詳細に説明するが、グラフ1200及び1210の両方ともサンプルの
識別を判定するために新規な赤外線吸収スペクトルを生成するために利用されることがで
きる。図17Cは、本発明の一実施例に係る図17Bにおいて説明したように、サンプルだけの
赤外線吸収スペクトルを示すグラフ1220を示す。実施例において、グラフ1220は、グラフ
1200の赤外線吸収スペクトルから図17Bのグラフ1210の赤外線吸収スペクトルを減算した
結果の差分グラフである。基本的に、グラフ1210で示す吸収ピークの全ては、グラフ1200
から取り除かれている。サンプル無しの流体の赤外線吸収スペクトルを示すグラフ1210及
びサンプルありの同じ流体の赤外線吸収スペクトルを示すグラフ1200であるため、グラフ
1210及び1200の赤外線吸収スペクトル間の差分は結果としてまさにサンプルの赤外線吸収
スペクトルになる。
【０１０６】
　図18は、本発明の一実施例に係る流体サンプルを試験する方法を定めるフローチャート
1250を示す。方法及びここに記載されている流れ図のいずれかで表される処理は、読み取
り可能な計算機媒体の任意型に書き込まれたプログラム命令形であってもよいことを理解
すべきである。例えば、プログラム命令が、プログラム言語のいかなる適当な種類も使用
して開発されるソフトウェアコードでもよい。完全性のために、図18の手順フローは、サ
ンプルが赤外線分光法の使用を通じて分析されるそれによって例示的処理を示す。
【０１０７】
　本方法は、試験すべき流体サンプルを準備する手順1252で始まる。次に、ステップ1252
の後に手順1254に進み、等電焦点、電気泳動、などのうちの1つを使用することによりサ
ンプルされる流体の成分を分離する。次に、手順256は、赤外分光法によって分離された
成分を識別する。
【０１０８】
　図19は、本発明の一実施例に従い、サンプルが複数のサンプル分析システムを使用して
分析される方法を定義するフローチャート1300を示す。実施例において、本方法は試験を
セットアップする手順1302から始まる。一実施例において、種々の変数、例えば、時間、
毛細管に印加される電圧、温度、その他は、複数サンプル分析システムに接続されるコン
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ピュータのグラフィカル・ユーザ・インタフェースに準備変数を入力することによって調
整されることができる。
【０１０９】
　手順1302の後、本方法は手順1304へ進み、サンプルホルダ及びソースプレートが複数サ
ンプル分析システムに配置される。実施例において、サンプルホルダは、分析されるサン
プルを保持する複数の毛細管を有するウエハであってもよい。実施例において、サンプル
ホルダは、識別マーク、例えば、バーコード、無線周波数識別子(RF ID)を含むことがで
きる。実施例において、ウエハの一方又は両方又はウエハホルダはウエハを識別するため
の１つ又は複数のマーキングを有することができる。加えて、ソースプレートは、コンピ
ュータに入力可能な識別マークを有することもできる。従って、コンピュータは、ソース
プレートの特定のウェル内部で、ソースプレート及びサンプルを認識することができる。
【０１１０】
　次に、手順1306では、ソースプレートからサンプルホルダへサンプルを移す。実施例に
おいて、書込みヘッドは、ソースプレートからサンプルを取り除くことができて、サンプ
ルホルダにおいて定義される毛細管に、サンプルを投入する。
【０１１１】
　手順1306の後、本方法は、読取りヘッドをサンプルホルダに適用する手順1308へ進む。
【０１１２】
　次に手順1310は、温度及び複数サンプル分析システム内部の環境を安定させる。手順13
10は、利用されるある場合と無い場合とがある任意の手順である。温度及び環境の中で安
定させることは、サンプル分析処理をより管理され、一貫性を有することができる。
【０１１３】
　手順1310の後、手順1312は、実験を行うために、セットアップデータを実行する。実施
例において、セットアップデータのいかなる適当な種類も、実行されることができる。セ
ットアップデータ実行の実施例は、例えば、動作領域の温度及び／若しくは環境の制御、
プロセッサの動作条件の読み込み、これら条件の調整、電圧の印加、カメラが記録を開始
する若しくは終了する時間の如くである。
【０１１４】
　次に、試験を行う手順1314へ進む。手順1314の後、本方法は、行うべき実験がまだある
かどうかについて判定する手順1316へ進む。行うべき実験がまだある場合、本方法は手順
1304に戻って、手順1304、1306、1308、1310、1312、1314、及び1316を繰り返す。
【０１１５】
　実施例において、手順1316が行うべき実験がまだあると判定するときに、他のサンプル
を処理してもよいし、又は、新たなサンプルを準備することもできる。一方、行うべき実
験がない場合には本方法は終了する。
【０１１６】
　図20は、本発明の一実施例に従い、生物学的サンプルが試験されて、識別される詳細な
処理を定義するフローチャート1400を表す。実施例において、フローチャート1400は、試
験すべき生物学的サンプルを準備する手順1402から始める。手順1402の後、本方法は、サ
ンプルホルダに生物学的サンプルをソースプレートから移す手順1404へ進む。実施例にお
いて、生物学的サンプルは、ウエハの活性表面に定義される凹部へ移動されることができ
る。次に、手順1406は赤外線光線を生成する。赤外線光線が同相及び位相外れである赤外
線光波を有する。手順1406の後、本方法は、サンプルホルダの生物学的サンプルを通じて
赤外線光線を送る手順1408へ進む。次に、手順1410は、生物学的サンプルを通じて送られ
る赤外線光線を検出する。手順1410の後、本方法は、赤外線光線検出データについてフー
リエ変換を実行することによって生物学的サンプルのための赤外線吸収スペクトルを生成
する手順1412へ進む。次に、手順1414は、赤外線吸収スペクトルの分析によって、生物学
的サンプルを特徴づける。
【０１１７】
　本発明はいくつかの好ましい実施例に関して記載されたが、同業者が本明細書を読んで
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図面を研究した場合には、さまざまな変更、追加、置換及びその等価物を理解することは
いうまでもない。本発明は、請求された本発明の本当の趣旨及び範囲にあたる全ての変更
、追加、置換及び均等物を含むことが意図される。
【図面の簡単な説明】
【０１１８】
【図１】本発明の一実施例に係る反射率モード装置の実施例を示す。
【図２】本発明の一実施例に係る伝送モード装置の実施例を示す。
【図３】赤外線の透過材料によって建設される3つの抽出単位を有するサンプルホルダを
図3Aは示し、本発明の一実施例に係る非透過な基板領域を含むサンプルホルダを図3Bは示
す。
【図４Ａ】図4Ａは、本発明の一実施例に係る複数のサンプルを分析するシステムを表す
。
【図４Ｂ】図４Ｂは、本発明の一実施例に係る複数のサンプルを分析するシステムのより
詳細なブロック図を示す。
【図５Ａ】図5Aは、本発明の一実施例に係る複数のサンプルを分析するシステムの詳細な
線図を示す。
【図５Ｂ】図5Bは、本発明の一実施例に係る干渉計を示す。
【図６】本発明の一実施例に従って、リードヘッド及び書込ヘッドを示す。
【図７Ａ】図7Aは、本発明の一実施例に係るリードヘッドを示す。
【図７Ｂ】図7Bは、本発明の一実施例に係るリードヘッドの側面図を表す。
【図７Ｃ】図7Cは、本発明の一実施例に係るウエハホルダに取り付けられるウエハの側面
図を示す。
【図７Ｄ】図7Dは、本発明の一実施例に係るウエハホルダの上面図を示す。
【図８Ａ】図8Aは、本発明の一実施例に係るサンプルホルダに取り付けられるリードヘッ
ドの断面図を示す。
【図８Ｂ】図8Bは、本発明の一実施例に係るウエハホルダと連結するリードヘッドの拡大
図を示す。
【図９Ａ】図9Aは、サンプルが投入されることができて、本発明の一実施例に従って分析
されることができる凹部を含む構成のウエハ上面図を示す。
【図９Ｂ】図9Bは、本発明の一実施例に係る代用のウェハースの図の表面を示す。
【図９Ｃ】図9Cは、本発明の一実施例に係る拡張した長さの毛細管を有するウエハの上面
図を示す。
【図１０Ａ】図10Aは、本発明の一実施例に係る毛細管の側面図を示す。
【図１０Ｂ】図10Bは、本発明の一実施例に係る毛細管に流体サンプルを投入する書込ヘ
ッドを示す。
【図１０Ｃ】図10Cは、本発明の一実施例に係る楕円形型の凹領域を表す。
【図１０Ｄ】図10Dは、本発明の一実施例に係る正方形型の凹領域を示す。
【図１０Ｅ】図10Eは、本発明の一実施例に係る円形型の凹領域を示す。
【図１１】分子詳細（例えば本発明の一実施例に係る等電分離チャンバに導入されるサン
プルからの溶質の位置、運動及び結合）を示す画像化処理を示す。
【図１２Ａ】図12Aは、本発明の一実施例に係る赤外線分光学によって分析されたサンプ
ルを表す。
【図１２Ｂ】図12Bは、本発明の一実施例に係る特定のサンプルのための赤外線光吸収ス
ペクトルの拡大図を示す。
【図１３】本発明の一実施例に係る毛細管の上面図を示す。
【図１４】本発明の一実施例に係るウエハの側面図を示す。
【図１５】本発明の一実施例に係るソースプレートを表す。
【図１６Ａ】図16Aは、本発明の一実施例に係るカメラの検出領域を示す。
【図１６Ｂ】図16Bは、本発明の一実施例に係るカメラの一部の検出領域の典型的な画素
パターンを示す。
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【図１７Ａ】図17Aは、カメラ出力が本発明の一実施例に従って対時間軸のグラフに示さ
れるデータのフーリエ変換を示す。
【図１７Ｂ】図17Bは、本発明の一実施例に従って第1の毛細管及び第2の毛細管の1つのバ
ンドの吸収スペクトルを示すグラフを表す。
【図１７Ｃ】図17Cは、本発明の一実施例に係る図17Bで述べられるように、サンプルだけ
の赤外線吸収スペクトルを示すグラフを示す。
【図１８】本発明の一実施例に係る流体サンプルを調べる方法を定義するフローチャート
を示す。
【図１９】サンプルが本発明の一実施例に係る複数のサンプルを分析するシステムを使用
して分析される方法を定義するフローチャートを例示する。
【図２０】生物学的サンプルが調べられ、本発明の一実施例に従って確認される詳細な方
法を定義するフローチャートを表す。
【符号の説明】
【０１１９】
　105, 205, 480…光源
　110, 210…ビームスプリッタ
　115, 215…干渉計ミラー
　120, 220…スペクトルフィルター
　125…ビーム操縦光学系
　135, 235, 460…光学系
　140, 448…赤外線カメラ
　150, 230, 300, 350, 462…サンプルホルダ
　225…集束光学系
　240…赤外カメラ
　320…毛細管微小チャンネル
　330…サンプリング領域
　360…母材領域
　400…複数サンプル分析システム
　412…コンピュータ
　440…プログラム
　442…プロセッサ
　444…フレームグラッバ
　446…メモリ
　450…デュワー
　452…電子回路
　454…活性領域
　456, 458…ヘッド
　488…焦点面アレイ
　500…干渉計
　501…レーザ
　504…赤外線源
　508, 512, 515…鏡
　510…分光器
　514…赤外線光線
　516…光線
　518…レーザ検出器
　530, 950…ソースプレート
　532…テーブル
　534, 534a, 534b, 534c…ピン
　550…ウエハ
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　562…ピン
　570…電圧ピン
　572…ピン
　590…ウインドウ
　602, 620…毛細管
　604…ガスケット
　800…プローブ領域
　802…プローブ領域
　804…サンプル収容領域
　806…活性表面
　808…裏側表面
　810…サンプル
　811, 812, 814…凹領域
　816…第1のプローブ流体
　818…流体サンプル
　818…第2のプローブ流体
　825, 842…バンド
　830…検出器
　840…信号パターン
　952…ウェル
　952…ウェルセクション
　954…上部セクション
　956…中間セクション
　958…最後列セクション
　970…検出領域
　980…画素
　982…ピクセル
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